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平成３１年第１回西郷村議会定例会 

議事日程（５号） 

                  平成３１年３月１９日（火曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて（専決第５号） 

日程第 ２ 議案第 ２号 西郷村一般職非常勤職員等の任用等に関する条例の一部を改 

             正する条例 

日程第 ３ 議案第 ３号 西郷村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す 

             る条例 

日程第 ４ 議案第 ４号 西郷村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条 

             例 

日程第 ５ 議案第 ５号 西郷村放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す 

             る条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議案第 ６号 西郷村営住宅等条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第 ７号 西郷村水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関 

             する条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第 ８号 平成３１年度西郷村一般会計予算 

日程第 ９ 議案第 ９号 平成３１年度西郷村墓地特別会計予算 

日程第１０ 議案第１０号 平成３１年度西郷村国民健康保険特別会計予算 

日程第１１ 議案第１１号 平成３１年度西郷村公共下水道事業特別会計予算 

日程第１２ 議案第１２号 平成３１年度西郷村農業集落排水事業特別会計予算 

日程第１３ 議案第１３号 平成３１年度介護保険事業特別会計予算 

日程第１４ 議案第１４号 平成３１年度西郷村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１５ 議案第１５号 平成３１年度西郷村水道事業会計予算 

日程第１６ 議案第１６号 平成３１年度西郷村工業用水道事業会計予算 

日程第１７ 議案第１７号 平成３０年度西郷村一般会計補正予算（第４号） 

日程第１８ 議案第１８号 平成３０年度西郷村墓地特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議案第１９号 平成３０年度西郷村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第２０ 議案第２０号 平成３０年度西郷村公共下水道事業特別会計補正予算（第４ 

             号） 

日程第２１ 議案第２１号 平成３０年度西郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

             ２号） 

日程第２２ 議案第２２号 平成３０年度西郷村介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２３ 議案第２３号 平成３０年度西郷村水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第２４号 平成３０年度西郷村工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２５ 西郷村福祉の推進に関する特別委員会委員長報告 

追加日程第１ 発議第 １号 西郷村子育て支援及び高齢者福祉推進基金条例を廃止する条 

             例 

日程第２６ 請願・陳情に対する委員長報告 
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      ・産業建設常任委員会 

      陳情第 １号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の 

             陳情について 

追加日程第２ 発議第 ２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書の提出 

             について 

日程第２７ 閉会中における継続調査の結果について 

日程第２８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２９ 総務常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第３０ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第３１ 文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第３２ 閉会 
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・出席議員（１６名） 

１番 松 田 隆 志 君 ２番 鈴 木 武 男 君 ３番 真 船 正 康 君 

４番 鈴 木 勝 久 君 ５番 松 本 孝 信 君 ６番 南舘かつえ君 

７番 藤 田 節 夫 君 ８番 金 田 裕 二 君 ９番 秋 山 和 男 君 

１０番 矢 吹 利 夫 君 １１番 上 田 秀 人 君 １２番 後 藤  功 君 

１３番 河 西 美 次 君 １４番 大 石 雪 雄 君 １５番 真 船 正 晃 君 

１６番 白 岩 征 治 君     

・欠席議員（なし） 

・地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村 長 髙 橋 廣 志 君 副 村 長 東 宮 清 章 君 
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商工観光課長 福 田  修 君 農 政 課 長 田部井吉行君 

建 設 課 長 鈴 木 茂 和 君 企画財政課長 田 中 茂 勝 君 

上下水道課長 相 川  晃 君 学校教育課長 高 野 敏 正 君 
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◎開議の宣告 

○議長（白岩征治君） おはようございます。定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◎議案第１号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） それでは、本日の日程に入ります。 

   日程第１、議案第１号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を集結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第１号「専決処分の承認を求めることについて（専決第５号）、平成30年度西

郷村水道事業会計補正予算（第２号）」、本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（白岩征治君） 挙手多数であります。 

   よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第２号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第２、議案第２号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第２号「西郷村一般職非常勤職員等の任用等に関する条例の一部を改正する条

例」、本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第３号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第３、議案第３号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 
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   これより採決を行います。 

   議案第３号「西郷村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、

本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（白岩征治君） 挙手多数であります。 

   よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第４、議案第４号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４号「西郷村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」、本

案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第５号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第５、議案第５号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第５号「西郷村放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例」、本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第６号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第６、議案第６号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 
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○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第６号「西郷村営住宅等条例の一部を改正する条例」、本案に対する賛成議員

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第７号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第７、議案第７号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第７号「西郷村水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例

の一部を改正する条例」、本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第８号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第８、議案第８号に対する質疑を許します。 

   １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） １２番。一般会計予算について質疑します。 

   髙橋村政、初めての予算ということで、いろいろ予算を組んだということでありま

すね。私は、特段真新しいものというのはあまりないなという感じはするんですが、

ここで上げられた予算の幾つか、質疑したいと思います。 

   髙橋村政が選挙公約だといって総合運動公園を整備するんだということで、調査費

という１,２３７万円ですか、上げております。このことについては、私は今回、以

前でそういう総合運動公園整備ということが村長の口から発表されて、そういうおお

よそはつかんでいるんですが、それで幾つか、この中でまだ全体等はこれからいろい

ろ調査して示していくんだということでありますが、私に限らず、村民の方々がそう

いうことを聞いて、それはそれとしても、西郷村で今いるさまざまな方へ、住民のい

ろいろやってほしいとか、そういうニーズは、こういった多額の運動公園整備より先

にやることがあるんじゃないかということが、言われる人が結構いるんですね。私も

全く同感なんです。 

   そういった観点から、それは構想自体は別に私はそれ以外にもいろんなプランを考

えるというのは、これは当然なんですが、総合公園も、髙橋村政の目玉というか、そ
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ういうことで捉えているのか。また、それはさておいて、いろんな各今までの一般質

問等を見ても、総合公園整備、公園をつくるということを、ぜひつくってほしいとい

う声はないんですよね。その辺、村長はどのように、まずこれがありきなのか、それ

とも全体のもっと、これから申し上げますが、そういった喫緊の課題が先なのか、そ

の辺をちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） １２番後藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   総合運動公園のお話でありますけれども、確かに私の公約の一つでありまして、ほ

かにやることがあるんじゃないか。確かに公約たくさんある中で、これもその公約の

一つでありますし、ぜひともやっていきたいという考えがあります。やってほしいと

いう声が後藤議員のほうには聞こえないという話でありますけれども、私のほうには

ぜひやってほしいという声も聞こえますので、どうかご理解いただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 今の答弁で、あまり詳しいことは今答弁なさらなかったけれど

も、やってほしいという、それは当然あるでしょうね。私には懐疑的な、もちろんそ

れはいろいろヒアリングというか、聞き取れば、それはないよりはあったほうがいい

とか、そう言うのは当然なんです。まして、村長はスポーツ、役場職員奉職時代から

スポーツ、少年野球ですか、ソフトクラブの監督とか、そういうものをなさっていて、

特にそういう関係者の声をストレートに聞くという立場にはもちろんあるでしょう。

思い入れもあるはずです。 

   しかし、私は、そういう一スポーツ団体とかスポーツ愛好者、またそういう人たち

の、自分がそういうことで出自がそういう特に交わりが強い人たちの意見ばかりが、

これは村長としての立場はまた違うんです。私はそういう人たちと特に縁が深いから、

その人たちが特に村長になった暁にはぜひ整備してくれと、そう言うのは当然ですよ。

しかし、それはやはり全体の村民の、この予算多額を使う村民の全体の声ではないで

すよ。ですから、私は偏っているんじゃないのと。 

   単につくってくれ、つくってくれないの、そういう漠然とした、それは誰でもあれ

ばいいに決まっている。しかし、そこに多額の予算をつぎ込んだり、一体誰がこれを

負担するのかと。費用対効果は、あまりスポーツ、そういうことに対して求めるべき

ではないのかもしれないけれども、しかし、村を全体経営するという観点に立てば、

これはやはり費用対効果、そして何人の、西郷村民全員がそこにどれだけの使う頻度

とか、そういうことも当然あってしかるべきだと。そういうことを勘案しながら物事

を進めていくのが、やはり全体を預かる村長の役目じゃないかと。 

   だから、一方的な自分の今まで交わってきたスポーツ団体とかクラブチームとか、

そういった人たちの意見ばかりが大事な多額の税金を使う、そういったことであって

は私はならないと、そのような見解をしているんです。そのあたり、どうですか。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） 後藤議員のおっしゃるとおり、多額の予算がかかると思いますし、
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例えば、ソフトボールに限ったことでなく、いろんな施設をつくりたいと思っており

ます。私、議員のときに後藤議員と北海道へ行きまして、パークゴルフですか、ぜひ

あれなんかはつくってみたいという考え、偏った考えはしていなくて、これから基本

構想、基本計画をする中で、いろんな意見を聞きながら、費用のことも考え、ほかの

事業のことも考えながら、優先順位をしっかり見きわめてやっていきたいという考え

であります。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） そういう考え、それはそれで一つの見識なんでしょう。 

   これは、事務当局にちょっと総合運動公園、今計画していると、そういうことで今

はこれから調査するんだという。全体構想の中で、これは何もただまだわからないで

は済まないんですね。おおよその、村長は総事業費はどのぐらいかかる予想をしてい

るのかとか、総面積は幾らとか、年間のできた暁には運営費としてどれだけのランニ

ングコストがかかるか、これは大ざっぱ、概要でいいですから、その辺もし大ざっぱ

なことが言えるんだったら、ここでお示ししていただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答え申し上げます。 

   本来、概算とか面積とかお話しできればいいんですけれども、それも今白紙の状態

で、いろんな意見を聞きながら、どういう施設をつくったらいいのか、場所の問題も

ありますし、ランニングコストとかもあるものですから、今のところそういった事業

費、面積、ランニングコストの全体像というのは把握しておりません。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） そういうランニングコストは、お金が幾らかかるのかと、まっ

たくそういうのを構想するに当たって考えていないということは、これはちょっとず

さん過ぎないじゃないですか。個人でいえば、家を新築したいというならば、まず設

計屋さんに幾らかかるのか、それは詳細なことを詰めるんだけれども、最初に構想を、

自分でこういうものを建築したいんだ、あるいは何か物をつくる場合に、おおよその

事業費なりを全く考えない人はほとんどいないと思うんです。私は予算１,０００万

円あるから、その中でどういうことをしたいとか。今の段階で幾らかかるかわからな

い、それはそうでしょう。私はどのぐらいの規模で、自分のビジョンというか、その

中で当然あってしかるべきなんです。それが全くわからないから何とも申し上げられ

ない。これはちょっと物事を進めるのにはずさん過ぎるんじゃないかと。 

   ただ、そこに言うなれば、ついでながら申し上げますが、聞くところによると、村

長が想定している中島地区、体育館から堀川に至る全ての田畑に計画しているんだと、

村長ちょっとおっしゃったことがあると。それはそれでいいとしても、そこにそうい

うものをつくるということには、どのぐらいの全体予算が必要だと、そのぐらいはも

う描けるはずなんですよね。 

   それと、これはちょっとよこしまなというか、地権者が村長のシンパなんだかわか

らないけれども、前にも言った、土地を買い上げて村で買ってくれないかと。今、農
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業をやっても後継者もいないと。大した収益も上がらない。この際、自分が生きてい

る間に現金の姿を見て、余生をいろいろ過ごそうとか、その辺は私の想像ですが、し

かしそういういろんな思惑が絡んでいるんだと。そしてまた、施工業者あるいは開発

業者、仕事に当たる人たちは、やっぱり私が申し上げたような村の財政がどうの、村

民のニーズがどうの、果たしてそれが費用効果はどうなっている、そういうことは一

切考えない人たちですね。業者は自分の仕事をとって利益を出せばいいんですから、

そんな村の将来どうのこうのというのは、あまり私は耳にしたことがありませんね。 

   そういう利害関係者の思惑で、村長が今回のそういう総合運動公園なるものを発想

したらば、これはやっぱりいささか邪道だと。本当によくよく考えるならば、場所は

どこが正しいのか。私はそのことについても、さきの議会の中でトーアエイヨーの跡

地、あるいは葭ノ目地区、あそこが同じつくるんだったら、そういうところもあるん

じゃないのということを申し上げたんです。その辺もやっぱり比較検討して、私が挙

げた葭ノ目地区というのは、交通のアクセスも非常によい。まして県が県南自然公園

として７つの生活圏に１つずつ公園を整備するんだと、佐藤栄佐久知事の時代ですが、

途中で頓挫してしまったと、そういう経緯がありますね。 

   県がそれだけやはり調査研究、どこに最適地があるんだか、そういうことを恐らく

調査したんです。その結論としてあの地区に白羽の矢を当てたと。そういうところが

あるにもかかわらず、なぜ中島地区なんだという。そういう部分を考えると、私がさ

っき申し上げた、うがった見方ですが、それぞれのそういう利害関係者の思惑がある

んじゃないかと。それによって村長が心を動かされたら、これは話にならないですね。

やはり、西郷村民の最大の利益を具現化するのが村長ですから。我々もそうです。そ

ういった観点に立てば、どこにつくったら最適なのかとか、いろんなことを考えなき

ゃならない。その辺をどう考えているのか、お示しください。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） 何点か質疑されましたけれども、まず、土地利害関係で動いてい

るということは一切ございません。それと、葭ノ目ですか、トーアエイヨーの場所で

すね。あれも確かに議員おっしゃるように、佐藤栄佐久当時、７つの圏域に公園をつ

くるということは私も承知しておりました。どこかということのお話ですけれども、

理想としては、今、体育館とか、前にもお話ししましたけれども、プールがあったり

体育館があったり野球場があるということで、一つの選択肢としては中島地区がいい

のかなという考えはありますけれども、今後いろんな総合的な予算とかもありますし、

場所がどこがよいかも含めて検討していきたいと考えております。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 検討していると。中島ありきではないということを今おっしゃ

いましたね。それが、そう答えざるを得ないでしょうね。私も、一つの何かそういう

ネガティブなことに凝り固まっているわけではないです。何でもかんでも村長のやる

ことは一切反対だと、そういうふうに誤解する人が多いんですが、村民の大部分はそ

ういうもので、何か申し上げると、あいつらは村政をいたずらに混乱させていると。
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それもそれで一つの議員としては冥利に尽きるのかもしれないですけれども、そうい

うふうに私は前向きに捉えております。これはさておいてください。 

   私も、こう申し上げるからには、いろいろ見て歩いているんですよね。いろんな自

治体で既に総合公園というものを完成させて、そういうところを私も見て歩くという

ことで、先日も下郷町の運動公園、あるいは大信村の運動公園とか、白河総合とか、

そういうところを見ますと、何かイベントをやるときは、それは確かにすごく有効で

すよね。それだけのキャパシティーを持っていろんな施設があれば、そこで競技する

人、あるいはいろんな広域から集まってくる人たちにとっては、駐車場しかり、トイ

レしかり、そういうことがきちっと整備されるわけですから、それはそれで非常に結

構なことなんです。 

   問題は、私はその年間稼働率、じゃ果たしてどのぐらい使うのかと。そうすると、

ほとんど使わないと思うんですね。それは、使っても使わなくてもランニングコスト

というのはかかっていく。そして、ただそのグラウンド、いろんな広場だけではない

ですよ。芝生広場だけでもない。そこには管理棟なり体育館なり、そういう上物を当

然つくるでしょう。そこで、管理人も何人も増やす、そこには館長も置く。いろんな

人員が今度は発生しますね。そこで、じゃ先ほど申し上げたように、一体何日使うん

だと、使わない日は何をするんだと。そういうことを、これ企業なら当然そういうも

のをコストとしてはじき出すわけですが、何しろ役所というのはそういうランニング

コストというのを非常に考えない。所詮税金があってやるわけですから、幾らかかっ

ても大したことないと。その是非の結末において、責任もとらせない。ですから、安

易にそういうことでやっちゃうんですけれども。 

   私は非常にその辺も、やはり企業のそういう論理というか、ある程度役所も考えな

いと、これからはだめだと。なぜならば、これから西郷村が人口が一番増えているな

んて浮かれている人もいるけれども、しかしこれ役場自体がシミュレーションした結

果、あと何年後には、このいくら西郷村でも人口は減少してくるんだと、そういう必

然的なことに対して、逆行する行政運営をするんじゃないのか。人口がどんどん減っ

てくる、そして、今は地方自治体も行政施策ということを考えるとコンパクト化だと。

コンパクトシティー、できるだけコンパクトにまとめて効率のよい行政をすると。そ

ういう方法ですね。 

   私は、話を広げますけれども、西郷村は合併しませんでしたね。もしこれが白河市、

前のように大信村とか、合併したなら、当然こういう総合運動公園なんていう発想は

恐らく出なかったですよ。西郷村単独でそういう小さな枠の中で、あそこもつくって

いるから、じゃ我が西郷村もだという発想になったわけですね。 

   私は、行政効率からいえば、いや、違うんだと。そんなあまり使いもしないところ

はやはり何町村かでまとめてここに１つあればたくさんじゃないかと、そういう発想

が考えられる。だから、西郷村だけで浮世の太平楽な生活をすると夢見ている人は、

そんな税金何ぼ使いようが、あと西郷村で仕事をどんどんとって、そこで一もうけす

るんだと、そういう考えに立つ人は、これは西郷村でどんどん何でもつくってくれと
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いう発想になると思うんです。私は、そういういろんな効率、そういうことから考え

ると、必ずしもそれがいいとは言えないと。 

   そういうことを考えれば、一層慎重な、つくるとすれば、まずどこにつくったら一

番効率がいいのかとか、そしてつくった後の伸びしろ、発展性。私が、つくるとしま

すよ、矛盾するかもしれない、私の今言っていることは。しかし、つくるにしても、

先ほど申し上げた葭ノ目地区なんかは、いろんな低い山ですね、あそこは周りに、そ

れが恐らく数十町歩あるんでしょう。そういうことを、別に山をめぐってどうのこう

のじゃないですけれども、トレッキングコースとか散歩道とか、いろんな欧米諸国で

そういうのが充実している、そういうふうなこともいろんな潜在的に考えられる。で

すから、ただ単に田んぼを埋めて、そこで事足りて、上物をつくって管理費は大変だ

と、その辺をどう考えるか村長にまたお聞きします。比較対象ですね。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えいたします。 

   基本構想に当たり、大変貴重なご意見、大いに参考になりますので、それらを参考

にしながら進めていきたいと思います。 

   今たくさん言われました。人口減少の問題、西郷村も安堵しているわけではありま

せんし、何よりも人口減少を食い止めなければならないということを考えております。

あとフルセット、何でも西郷村はつくるという、そういう考えもしておりません。前

に１番議員が言いましたように、お互いに県南地方でですか、例えばコミネスなんか

は白河にあってしかるべきだし、うちのほうには温泉プールがあって、どうぞ来て利

用していただきたい。また、白河の図書館も立派ですので、こちらから行って使うと

いうのもいいかと思います。西郷村にふさわしい、いろんなメニューを考えていきた

いと考えておりますので、どうかご理解いただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） この問題は、村長は村長で志、そういうことで進めたい。何ぼ

やってもこれは平行線なんですが、言えることは、私はやはり選択肢がいっぱいある

と。その中で、より村民の方々が多様なそういうことで使えるような構想をするんだ

と。だから、何度も言いますが、地権者が買ってくれとか、そういうことが入っちゃ

うと、これはもう本当に純粋なそういう理想のあれはできないんだと。その辺を、や

はりそういうことに左右されないんだという答弁ですが、私はあえてまた、しつこい

ようですが、そういうことじゃなくて、やっぱりどこにつくったら一番効率がいいの

か。そしてどういうふうにしたらいいのいか。それをいろんな調査研究が必要だと。

そのために、我々もいろんな知恵は持っています。 

   これはいろんな、私も懐疑的なことがあるんです。といいますのは、第４次拠点整

備事業、これなんかもいろんな銀行員だ、学校の先生だとか、村内の農業をやってど

うのこうのとか、婦人会がどうの、私はあまりそういう人たちの提言なり意見という

のは、何か懐疑的なんです。やはり本当にそういうことをきちっと日ごろから研究す

るというか、勉強している方はともかく、行政のほうもそういうものを一つの隠れみ
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のにして、これだけの皆さんにはかってやっているんだから、提言いただいたからと

いうことで進めちゃう傾向があるんです。それなども、やはり議会議員にも全然そう

いうことに対しては相談がないですね。何をやっているんだと。村民の代表たる我々

の議会に対して相談もしない。相談をするのは自分のシンパの、応援をしてくださっ

たそういった人ばかり。ということは、偏った結論しか出ませんね。何でもそうです。 

   ついでながら申し上げれば、体育館の運営するのも西郷スポーツクラブとか、みん

な村長の応援団体でしょう。そういったことがあれば、これは行政も自然とゆがんで

くるんですよ。この際だから申し上げていますが、この総合運動公園に対しては、こ

れはまだ調査はこれからということで、この辺で私も次の質疑に移ります。村長はい

いです。 

   今ちょっと申し上げた村民プールなんですが、この村民プール、もう１年以上、開

業してなっていると。今年度当初予算で５,０００万円以上の予算が計上されている。

これは村から出るお金ですね。それに対して決算、一回やっているでしょうから、以

前。その決算内容を、入場料がどれで、幾らで、支出は幾らだと。それをちょっとお

聞きします。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） １２番後藤議員の質疑にお答えいたします。 

   村民プールのランニングコストでございますが、平成２９年度、合計いたしますと

４ ,８９０万３ ,６７３円、平成３０年度、３月８日現在でございますが、

４,４４９万３,１１６円でございます。こちらがランニングコストとなっております。

（不規則発言あり）はい、ランニングコストです。 

   利用人数でございますが、平成２９年１月１５日、オープンいたしまして、平成

３１年２月現在でございますが、８万４,１３６名のご利用をいただいております。 

   こちら、男女別でございますが、男性が約５２％、女性が４８％のご利用をいただ

いております。 

   村内外の利用者数でございますが、村内の方が約５５％、村外の方が４５％となっ

ております。 

   また、歳入でございますが、平成２８、２９、３０年度、２月現在まででございま

すが、２,０９７万３,７００円、こちらが利用料の合計でございます。 

   以上でございます。（不規則発言あり）歳入は平成２８年、２９年、３０年度。年

度別に申し上げますと、平成２８年度、こちらが３０８万３,７００円。平成２９年

度が９４９万円、平成３０年度、こちら２月末現在ですが、８４０万円となっており

ます。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 今、課長からさまざまなデータをいただきました。それで、私

は村のプール、これ小中学生の人数も入っているんでしょう、総数のは。これは村外

の人もかなり来ているんだということを聞いていたんですね、実は。この数字でも、
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約半分は村外の人。こういうことをおっしゃる人がいるんです。西郷村で

５,０００万円、私もそれを聞かれたとき、５,０００万円ぐらい使っているんだと、

そういう税金の中で、よその人のために、何だ俺らの税金使っているのかと。一つの

商売としてはうんと来たほうがいいんですけれども、そういう見方をするんですよ。

確かにそうだよなと。何でよその村外からの人のために我々の税金を使わなきゃなら

ないんだと。これは、そういうけちなことも言ってはいけないんでしょうけれども、

しかし実態はそうであるということが今に如実に数字としてあらわれています。 

   それで、私も村民プールをつくるときに、こういったことを懸念していろいろ質疑

した経緯がございますが、しかし案の定、こういったやはり相当な赤字体質で、これ

またちゃぽランドに続く第２の垂れ流しの事業だと。そういうことが積み重なって、

これ大変ですよ、多分。私は聞きます、よそから来ている人に。西郷はうんといいと

ころだと。料金は安いし本当に最高だなんて言うんですよ。それはそれで、一見うれ

しいことなんですが、しかし、それなりに見合った料金取っていないでしょう。だか

ら来るんです。 

   だから、例えばちゃぽランドだって、７０歳以上ただ、１００円の入湯税だけでい

いですというと、だーっと行くんですよね。皆さんそうですよ。本当はただだから行

くんだと。でも、実際、誰がじゃ金を出しているんだと、そのランニングコストは。

みんな若い人ですよ、これ、現役の。その実態は何だかと。３交代で働いている非正

規労働者、年収２００万円の世帯ですよ。そういった人が全然、全然って全くとは言

えないわけですが、利用しない、できないです。 

   だから、やはり村を預かる為政者、我々もそうですけれども、そういうことをなぜ

きちっと考えないのかと。ただ税金、誰が出すかわからないからということでやって

いるんでしょう、これ。でも、そこには数多くの貴重な若い人たちの税金が投入され

ているんですよ。３か月に１回みんな首切られて、また次の職を探さなきゃならない。

私は非常に何か気の毒になっちゃいますね。 

   ですから、そういう、ただなら、ただにすれば格好いい。いや、それはただに恩恵

にあずかる老人はそうでしょう。そういうことをやはり村は、経営する人は特に、若

い者が少ないとか子育て支援大変なんだと、実はそういうことも気にしていただきた

い。そういうことで、私は経営実態というのが村民プールのを今聞きましたが、村外

の人の料金は一体幾ら取っているんだと。それから、これまた７０歳以上は無料なの

かとか、ちょっと細かいデータがありましたらお示し願いたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 後藤議員の質疑にお答えいたします。 

   村内・村外の料金の件でございますが、大人の方、村外・村内同額の５００円とな

っております。 

   以上でございます。（不規則発言あり） 

   老人の方の無料というのはございませんで、シルバーの方が１回利用で３００円と

いうような形になっています。（不規則発言あり） 
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   ６５歳ですか。 

   よろしくお願いいたします。（不規則発言あり） 

   はい。１回券となっております。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） これ、聞いていくといろんなことがわかるんですね。本当に暇

人というか、そう言っては悪いけれども、朝から晩までいられて５００円ぐらいで健

康増進だと、それは最高ですわな。こんないいことはない。しかし、本当に仕事を持

っている、我々今議会やっているけれども、だめだ、太り過ぎだからプールへ行って

くるからなんて、できないでしょう。暇な人じゃなきゃできないんです、これは。 

   ですから、そういう観点からも、５００円で云々というのも赤字を出しているんな

ら考えなきゃならないんじゃないですか。私はそう思いますよ。今、どこへ行ったっ

て、ラーメン１杯で５００円で食べられないですから、よっぽどの安いもので。

７００円、８００円、ラーメン二、三回すすっただけで、８００円取られるんです。 

   これ、ついでながら言いますけれども、ちゃぽランドが高いとか何とかなんて言う

人もいる。何を言っているんだと。１００円や３００円、５００円で一日遊んで、暖

房をたいた暖かいところで、お茶は飲み放題。そこの食堂でとってくれるんならいい

けれども、おにぎりにぎって、セブンイレブンからおでん買っていって食べていると。

こんな馬鹿な商売が成り立つのかと。これはみんな税金に甘えた商売ですよ。そんな

ことを際限なく続けたら、先ほども言いましたように、ちゃんと税金を納めている人

が一番割りを食っている。これをみんな歴代の村長は健康増進だなんて言ってやって

きているんですよ。なぜなら、選挙で票が入ればいいんだと。若い人なんかどうせ選

挙なんて行かないんだから。そんな発想ですよ。全く私はこういうでたらめな経営、

これからされたら本当に暗澹たる気持ちです。 

   これは課長に責任ないですが、今、実態、こういう赤字体質だと。これからどうい

うふうに村民プールを活用して、少しでも財政に寄与するような方策を考えているの

ではないか、その辺はどうですか。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 後藤議員の質疑にお答えいたします。 

   プールのランニングコストの件でございますが、現在、監視業務のほう、昨年は

３名でやった監視を今は２名で監視の業務をしております。その分で委託料のほうを

削減しております。 

   また、電気代がかなりかかっていますので、見える化ということで、今電気料がど

のぐらい使っているかというような形で、数字で事務所のほうで見えるような対策を

しております。そのような形で削減のほうを図っているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 学校プールの問題、もう結構です、いいです。次の質問。 

   次は、放射能対策、環境保全からですね。これ、約２４億円の金を使っている。こ
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れ、国の金。とはいっても、原子力災害からもう８年たちますから、一般の人はもう

除染事業は終わったし、そういう仕事、あるいは予算的に全然もう終わったと思って

いるんです。いや、実は違うんですよと。毎年１５億円、２０億円を超える多額の放

射能対策事業に今後１０年以上使うんだと。えー、そんなにと。いや、うそじゃない

ですよと。何でそんなにかかるんだと。これ素朴な、皆さん、私もそうです。そうい

ったことを考えると、これは入札制度でやっているんでしょうけれども、どういった

基準というか、環境省の基準、そういうものを踏襲してこのようにやれということで、

もう何ら予算を張りつけるだけなのか、そして今後の除染後始末の仮置き場の事業を

どういうふうな推移をしていくのかということを説明願いたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 放射能対策課長。 

○放射能対策課長（木村三義君） 後藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   放射能対策課の事業といたしまして、平成３１年度、２３億５,６００万円等を計

上しております。これの事業費の内容といたしましては、やはり議員おっしゃるとお

り仮置き場の復旧、国における運搬の量に伴う復旧が今後出てきますので、そちらに

予算がかかってくるということで計上しているところでございます。（不規則発言あ

り）内容としましては、国のほうで除去土壌を運搬した後のシートの撤去費……（不

規則発言あり）運搬につきましては、国で実施しておりますので、そちらは入ってお

りません。運搬する前の準備工としまして押さえ土のうの撤去費、撤去等も村で実施

しております。（不規則発言あり）１００％でございます。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 今説明を受けて、村の予算は全然使っていないんだと、

１００％国の予算だと。そういうことでみんな、あまり取り立てていないんですが、

しかし、私は非常に国のやり方があまりにもこういったことに多額のあれをかけ過ぎ

ると。除染に関連した原子力でもう何十兆円、下手すると１００兆円に行っちゃうん

じゃないかと。その金の行方はどうなんだということで、いろんなことで言われてい

ますね。実は大変な利権のビジネスになっちゃっているんだと。１００兆円なんてい

ったら、日本の今の国家予算、そのぐらい、１年では使わないですが。原発災害がこ

れを糧としてビジネスが成立して、これはすごいビッグビジネスなんだという捉え方

を今されているんですね。非常にもう何というか、情けないというか、そういう災害

につけ込んで一つの金もうけになっちゃっていると。 

   西郷村が２４億円出すわけじゃないから、そんなにと言うかもしれないけれども、

大変なことですね。ましてや、じゃ２４億円の今課長が説明された仮置き場の保守管

理ね。保守管理だけで２４億円もかかるのかと。道路がへこんだ補修で２０億円、

２０億円の金は、これは西郷村が今年歳入で見積もっている所得税より上回っている

でしょう、これ。全部税金、その歳入をそれよりも多額な金がそういった単純という

か、保守管理に使われた。何なんだと、この話は。これ、なおかつ村の事務経費、要

するに環境保全課の人員は、それは西郷村が出しているわけでしょう。こういったこ

とがなければ、その人たちはほかの行政事務に携われるわけですよ。 
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   そして、その人たちのもう８年、これから１０年、その人たちの人生の役場人生を

放射能環境保全課だけで過ごしちゃう、キャリアアップも何もできないと。一体これ

どういうことなんですか。そういうことを私はその人たちのそこに閉じ込めるんじゃ

なくて、慣れているからいいとか、そういう単純な問題じゃない。その人の役人人生

において余計なことなんですよ、はっきり言ってこの原発の災害は。その辺、村長は

この人事についてどういったローテーションを考えているのか。今回機構改革だと言

っていろいろ変えましたが、その点、村長、どう考えていますか。こういう環境保全

課の今申し上げた、それは必要なのは認めますが、人事のローテーションとしてそこ

へ閉じ込めておくのはどうなんだということです。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えいたします。 

   先ほど課長からお答えしましたように、２４億円は１００％国の補助であります。

ただ、人件費については村ということになっておりますので、議員おっしゃるように、

本当に憤りを今でも感じております。 

   人事のことにつきましては、何ですか、閉じ込めとかいう話はありますけれども、

ローテーションというか、人事の……（不規則発言あり）長くないように適宜適切に

人事はやっていきたいと考えております。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） これ人事の話でついでに言いますが、機構改革で商工観光課が

なくなると。私、いろいろ考えたんです。でも商工観光課というのは今、役所のいわ

ば産業政策上のある意味では重要なポジションですね。その名称をなくしちゃう。専

属の課長をつけないんだと。いろいろ何だろうなと思っていたんですが、私も産業経

済常任委員会で担当課長といろいろ話し合ったりもしました。それで、例えばですよ、

本当の話ですが、西郷観光あるいはちゃぽランドの運営に対して、いろんな資料が

我々のところに上がって、私も経営どうなんだということを問いただすと、実はやは

りきちっといろんな経営改善について報告しなさいと。その内容によって、我々はき

ちっとそういう厳しい目で精査をして、指導しているんだと、経営について。 

   そういうことをせっかく行政側で、以前の体制では何か私から見ると一つの癒着体

制というか、見て見ぬふり的なことをやっていた。しかし、今回担当者がそういうふ

うでやったら、結果的に商工観光をなくすんだと。現場サイドは、やはり役所がそう

いう指揮監督のことをやられる場合は、見て見ぬふりというか、ずさんなそういうあ

れをやっていれば一番ありがたいわけですね。そこに厳しさ、あるいはそういうきち

っとしたのをやると、やっぱりやりづらいと。そういう声が反映して、私の想像です

よ、商工観光課をなくしてしまえと。係にして、そうすれば現場はあまりとやかく言

われる必要ないと、そういう私はうがった見方をしちゃうんですが、その点、村長は

どう考えますか。決してそういうことはないですということは言うでしょう。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えします。 
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   今言われましたように、決してそんなことはありませんので、どうかご理解いただ

きたいと思います。 

◎休憩の宣告 

○議長（白岩征治君） 質疑の途中でありますが、ここで午前１１時２０分まで休憩いた

します。 

（午前１０時５８分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き議案第８号に対する質疑を続行いたします。 

   １２番後藤功君の質疑を許します。１２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 今、村長が間違っているんではないかなということ、決して間

違いはないですよと言ったら、私のほうが正しかった。 

   それはさておき、次の学校給食について伺いますが、村長の所信表明の中に、学校

給食完全無料化は無理としても、多少今年度からまた補助金を増やすということであ

ります。私、以前に給食の補助の中身でただしたことがあります。実はその中に、こ

こにも出ているとおり、第３子から無料だと。その第３子の中身たるやということで、

私は以前にお話ししたことがあります。その中身は、第３子、要は子だくさんという

か、そういう一方的かもしれないけれども、そのぐらい子どもをつくれるというのは、

ある程度経済力がある人なんだと。実際そういうことが大分あります。そういった場

合、果たして第３子以降は無料だということが合理的なのかということなんですね。

私は決して合理的ではないと思います。それは、やはり全児童に対してあまねく一つ

の補助率は一緒であるべきだと思うんですね。 

   なぜそういうふうに片方が、言うなれば言葉は悪いですがただ飯で、あとは全額と

は言わないけれども補助を受けているけれども違うんだと。そこにやはり教育の機会

均等、そういう精神からいったら、おかしいんじゃないのということなんですよ。そ

の辺をいろいろ説明はあったんですが、私はどうもその辺が、それだったら全員一律

に、無料が一番望ましいんでしょうけれども、しかし財源の関係がある。でも、全員

給食費を無料にしても１億円かからないんだというような試算、聞きました。 

   今年度、他の市町村で無料化に踏み切った自治体がありますね。予算規模が四十何

億、５０億円弱の自治体ですね。ちょっとその自治体の名前は忘れましたが、そうい

うふうに新聞に出ていました。西郷村は財政規模が１００億円ちょっと。そうすると、

財政規模が四十何億円の自治体が無料化なのに、西郷村でもできるんじゃないかと、

私はそういう比較対照をして計算しております。そのことも含めて、第３子が無料と

いうことはどういうことなのと。私は教育の機会均等からいっても、これはひとしく

平等であるべきだ、同じ補助をするにしても、うちは５０％の補助とか、そういうふ

うにすきっとしたことをやったほうがいいんじゃないかということで思っているんだ

が、その辺どういうふうな見解を持っているのか、お聞きします。 
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○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） 後藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   第３子給食費無料につきましては、前にもご質問いただいたりしておりますが、こ

れは、始める際には少子化対策ということが大きな狙いだったと記憶しております。

やっぱり、今、子どもが少なくなっているということがあって、義務教育の期間内に

第３子がいた場合の３番目の子どもを無料にするということで始まっていました。こ

れも全員一緒ということはないということのお話ですが、今回予算に上げさせていた

だいた給食費の一部補助につきましては、これは全員が対象になっておりまして、

１人約年間５,０００円ちょっとぐらいの補助になるということで、給食費全体から

すると１割強ぐらいになるかと思いますが、それはひとしく補助をいただく予算を計

上させていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 補助を行うんだという、完全給食無料化という究極のそういう

願い、目標があります。その一歩前進ということは認めますが、学校給食無償化にし

ても、教育費、いろんな関連の、先ほど私が申し上げたプールの問題やら、教育長部

局で扱ういろんな多額な支出があるわけですよ。そうすると、人間の最低限の、自治

体あるいは国で育てるそういう子ども、そういうものをきちっとするのに、面倒を見

るのに一番こういったことに金を使うのが、まさに生きた金だと、そういう私は考え

に立っております。 

   そういうことから言うと、ほかの政策についてはもう気前よくぼんぼん出すけれど

も、事給食費に限っては財源が大変なんだとか、そういう論理に立ちますね。今回の

予算は一歩前進でありますが、完全給食無料化という目標はないのか。あるとすれば

どのぐらい、将来どういうふうに推移していくのか。その辺、あったらお聞かせくだ

さい。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えいたします。 

   今、完全無料化ということで突然言われましたけれども、財源とかいろいろほかの

子育て支援とかやっておりまして、一歩前進ということで評価をいただきました。本

当にありがとうございます。今のところ完全無料化までは考えておりませんし、ただ、

一歩ずつ、少しでも子育て支援につながればということで、今後考えていく課題では

あると考えております。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 政治をこれは経営するという立場、また政治をつかさどる我々

は、社会の現実をやっぱり直視して見なきゃならない。と申し上げますと、今、子ど

も食堂やら何やらというので、実際三度の食事にありつけない子どもさんもいっぱい

いるのが現実ですね。白河市なんかも子ども食堂なんていうのは、そういうふうなの

でやっているわけです。そういう現実があります、片や。せめて、三食のうち給食一

食ぐらいは村で面倒を見る、国で面倒を見るというのは、そういう現実を踏まえれば、
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実は財源がないとかどうのこうの、そういうこと以上に、それよりも優先して本当に

子育てとかそういうことを考えるならば、子どもが大変な資源ですね。人類が未来永

劫続いていくためには、連綿と続くためには子どもがいて、その孫がいてと、ずっと

これは存続させるしか人類はならないわけです。そういう大事なことを、ほかの予算

はどかすか使って、たかだか１億円に満たないことが財源がないなんていう、これは

どういうふうに考えているんだろうと。 

   まして、三食にありつけない子どもがいる現実について、唯一のそういう面倒を見

る機関が全くそういうことに鈍感であってどうなのか。その辺の観点から、やはり村

長はいかなることにもましてそれを優先される。学校プール、ちゃぽランドに健康増

進だなんて１億円も出しておいて、そういったことには財源がないなんて、どういう

ことなんだと。もう一度お聞きします。その辺の見解をです。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えいたします。 

   まずやれることからやるということで、先ほど教育長がお答えしましたように、値

上げ分相当分ということと第３子ということで、その後については、先ほどもお答え

申し上げましたように、検討していくということですので、今年度の予算については

そういうことでご理解賜りたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 急に私がこう言ったから、じゃ早速なんてはいかないでしょう

けれども、今後そういう重要な課題としてぜひ深く考えてほしいと、このように思い

ます。 

   それで、今年度から海外生徒の派遣事業をやめたということであります。私は、か

ねがね全体の生徒の中のある一部分の生徒だけが海外研修だと、いろんな国際的なそ

ういうもの、理屈は確かにわかるんですが、しかし、これも教育の機会均等、平等か

らいったら、どうなのかと。そういう一部のわずか２０人やそこいらの生徒のために

年間１,０００万円を超える多額の税金を使う。そのほかが大変でしょう、事務費。

実際１年間、恐らく担当の人はかかりきりでやっているはず。そういう膨大な事務作

業から比べたら、これは予算の一千何百万円で済まないはずなんですよね。そういっ

たコストの面からも私は疑義を持っております。 

   それで、私がその都度申し上げてきた多少ちょっと薬が効いたのかなと、今回、そ

のようにも勝手に思っていますが、この辺で見直して、別な事業に振り向けたという

ことは、私は評価します。 

   それで、新しい英語教育とか、そういうことなんですが、それ以前に中学生、小学

生だかちょっと忘れましたが、佐渡に皆さんを連れていって、体験学習をしたと。こ

れが実際私も本当によかったと、そういう声を当時の生徒が今言うんですよね。あれ

なども何で、やめないで、ああいう全員で行って本当に楽しい思い出をつくると、そ

ういうことが私は重要だと思いますね。やはり私も子どものころは、明日遠足だ、あ

るいはどこかへ行くんだなんていうと、前の晩は浮き浮きして、そういうことがあっ
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たと経験しています。 

   ですから、子どもたちも、あの新潟から船に乗って日本海、洋上の船から、そうい

う体験を想像するだけでも私は相当喜んでいるんではないか。そういう事業をなぜや

めちゃったのかと。私はあれこそ続けるべきじゃないかと、そういうふうに思います。

その辺をどういうふうに考えているんだか、聞きます。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） お答えいたします。 

   限られた予算をどのように活用するか、いろいろな政策の考え方によって変わって

くるんだろうと思います。今、体験活動とか、そういうことでやってきましたけれど

も、やはりその教育的な効果とか、いろんなことを多面的に考えて、実施または取り

やめるということがなされてきたものと思っております。それぞれにそれぞれの実施

をする際に、狙い、価値といいますか、それはあるだろうと思いますが、そのときの

政策とそれから予算の使い方ということでの中止したということも、そのことも含め

て、そういう経緯だというふうに思っております。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） どうも教育長、歯切れが悪いですね。あまり歯切れが悪いとい

うのが、今、多面的なそういうどうのこうの言いましたが、別にこれが皆さんはよか

ったと言っているんです。これ政治的な原発災害の付随した議会主導の提案事業だか

らやめちまえと、そういう発想なんじゃないですか。どうもそういうあれがある。そ

れだったら、それはちょっとお門違いですね。そういう決めつけるのは、私も悪いけ

れども。だって、みんながよかったと言っているものを多面的にちょっと見直してど

うのこうのという、予算がどうのこうの、そんなにも大したあれだと思うんですが、

その辺は恐らく答えないでしょうから。でも、やはり人が喜ぶことを、これ何でも人

生そうですよね。商売だってサービス業だって、皆さん人生に何を喜びを感じるかと

いうと、人のためにやって喜んでもらうことなんですよ。それは金銭の対価だけでは

ないと。 

   ですから、行政運営についても、結果的に皆さんが喜んでくれたということが最大

の成果じゃないですか。そういうことがあるにもかかわらず、ばっさり切るというの

は、その辺はどうなんだろうと、私はそういうことを言いたいです。 

   いろんな政策というのは多面的にと、もちろんわかります。しかし、私は海外研修

なんて廃止してしまえと、そういう立場に立っていますから、ちょっと矛盾するかも

しれないけれども、しかし、あの場合はごく一部の人だと。大多数が全員参加できる

ような事業に振り向けたらどうなんだということを私は申し上げた。しかしながら、

そういうことに対して、一方で喜んでいるにもかかわらずそれを切っちゃうと。これ

は非常に私のそういう物の考え方からすれば非常に残念だなと思います。 

   そういうことで、この辺にしておきますが、申し上げることは、やはりいかに予算

というものを効率よく、また人々の実際に役に立つ。多少は無駄も、確かにそれは生

ずるということも十分わかります。しかしながら、村民のニーズがどこにあるんだと、
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そういうことを第一に考えてこれからの行政運営に資してしていただきたい、このよ

うに申し上げて、質疑を終わります。 

○議長（白岩征治君） ほかに質疑ございませんか。 

   ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） ７番。議案第８号「平成３１年度西郷村一般会計予算」について

質疑をします。 

   まずはじめに、４７ページですか、予算説明書の。ここに、にしごう「絆」育成補

助金として３４６万円計上されておりますけれども、これは予算説明の中でも少しお

聞きしましたけれども、直接各行政にかかわる問題なので、もう少し詳しく説明をい

ただきたいと思います。具体的にどんな補助金なのかということで、説明をお伺いい

たします。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） 藤田議員のご質疑にお答えをします。 

   絆づくりの補助金でございますが、今考えておりますものとして、補助メニューと

して自立支援型というものと事業支援型、それから地域拠点支援型という、その３つ

を考えております。 

   はじめに、自立支援型でございますが、行政区や地域の住民の皆さん、あるいは団

体が身近な地域課題を自主的に解決するということで行っていただける社会貢献活動

等に対し、補助をしようというものでございまして、例を挙げますと、地域の美化活

動であったり、あるいは地域の防災活動であったり、また地域の導水路の簡易な修繕

事業など、また除草作業、清掃作業、それから地区の見守り活動などを想定しており

ます。それ以外にも、地域で抱える問題があった場合には、補助申請をしていただい

て、申請をしていただいた段階で村のほうで審査をさせていただいて、採用されれば

それ以外の活動も対象となるというふうに考えております。 

   それから、事業支援型でございますが、こちらにつきましても、村民と地域の特色

を生かし、自主的・主体的にその地域の元気を創出するような、そういった事業とい

うことで、各地で行われました夏祭りやらそれ以外の交流事業など、それから伝統継

承事業、それから地域活性化のためのイベントなど、そういったものに対して支援を

しようというのが事業支援型ということでございます。 

   それから、３つ目のメニューでございますが、地域拠点支援型ということで、集会

施設等が整備されていない行政区において、行政区の皆さんが活動をする場を形成し

ていただくための経費ということで支援をしようということで、その３つの区分で考

えているところでございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 今、地域で自主的にとか支援、さらには地域の拠点としてという

お話がありましたけれども、いま一つ具体的なことがわからないというか、これを活

動するのには、何名体制とか、そういった今まで除雪隊とかなんかは決まっていまし

たよね、何名とかというのは。そういった体制で申請すればいいのか、お伺いいたし
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ます。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えいたします。 

   今考えておりますのは、５名以上の方々で団体を構成していただくということで考

えております。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 予算説明会の中では、補助金が５万円、１０万円、３０万円との

説明があったと思いますけれども、今ほど説明があった自主的、自主支援的に地域拠

点ということで、この活動内容によって補助金額が変わっていくんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えいたします。 

   予算説明で申し上げました金額というのは、あくまで上限ということでございます

ので、活動によっては、その以内の補助ということもあると思います。あくまで上限

ということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） だから、５万円が上限とか、１０万円が上限、３０万円が上限と

いうことで受け付けるんでしょうけれども、その申請の内容によって違うわけでしょ

う、これ５万円、１０万円、３０万円というのは。どういうことが５万円で、どうい

うことが３０万円、活動内容。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えします。 

   事業によっていわゆる対象経費として認められるもの、認められないものというも

のもございますので、その対象経費が認められれば、その範囲で上限まで大丈夫とい

うことになると思います。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） それでは、事業内容はある程度行政のほうで把握して、それで申

請をしていただいて、その内容をもって５万円、１０万円とか、５０万円とかいう形

になるんですか。 

   先ほど夏祭りなんてありましたよね。これは盆踊りなんかも含まれた形、今は盆踊

り出ていますけれども、補助は。それも含まれることなんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えいたします。 

   盆踊りとして別に補助金が出ているということであれば、そちらを優先していただ

くことになりますけれども、そういうほかの補助財源がある場合には、そちらを優先

していただいて、ない場合にこちらの補助金を使っていただくというような考え方で

おります。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 
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○７番（藤田節夫君） この事業内容というのは、事前に公募が５月以降になるなんてい

う説明会の話でしたけれども、この事業内容、たくさんあると思うんですけれども、

そういったことは事前にもう網羅しておいて各行政区のほうに配るというか、そうい

う形で知らせるという方法で考えているんですか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えいたします。 

   公益的な事業ということで考えていますけれども、さまざまあると思うので、個々

個別の話、例示をできるわけではないので、申請をしていただいて、そちらを審査会

ということで審査をした上で、事業が補助として採択されるということになれば、対

応するという形になると思います。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） いまいちわからないんですけれども、このメンバーには消防団員

とかそういった方々もメンバーに含まれて活動してもかまわないということですか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えいたします。 

   消防団員の方々もメンバーとして活動していただいて結構でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） それでは、説明会の中で自主防災組織活動育成事業補助金は、こ

れは別組織で構成されるんですか。説明会の中では３団体予定していると。１団体

２０万円ということで説明がありましたけれども、これはもう全然別な事業というこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えいたします。 

   ただいまご指摘の自主防災組織でございますが、さきの議会等でもご指摘をいただ

いて、非常に重要な組織で、早期に組織化を図りたいということで、こちらは個別の

補助要綱で対応するということにしておりますが、こちらの補助金の中にも、組織の

育成や活動補助というものも入っていますけれども、先ほど言ったきずなづくりの中

のほうでも、もし可能であれば対応はさせていただくというふうに思います。ただ、

こちらの自主防災組織の補助金のほうが特化した形の補助金でございますので、こち

らを優先して使っていただくというふうになると思います。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 何か、なかなかわかりにくい説明なんですけれども、具体的には

５月以降募集をして、それで組織をしてみたいということですけれども、これは周知

方法というか、そういったのはどうやろうと考えているんですか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えを申し上げます。 

   はじめに、どちらもいわゆる地域の村民の方々のお力をおかりするという内容でご

ざいますので、４月に行われます行政区長会のほうでまずご紹介をさせていただき、
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その後、広報紙等により広報をしたいというふうに考えております。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） じゃもう１点、今、歩道の除雪隊、ありますよね。あの組織がそ

っくり同じメンバーで申請してもよろしいですか。そういった形もとれると思うんで

すけれども。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えを申し上げます。 

   ちょっと個別の話でなかなかここでお答えしづらいんですけれども、今、歩道の除

雪を中心にやっている除雪隊が、例えば独居老人の方のお宅のほうをやるとか、そう

いったことになれば、それは該当されると思うんですが、あくまでちょっと個別のお

話はこの場では急にお答えということも難しいので、申請の際に相談をしていただけ

ればというふうに考えております。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） この歩道除雪隊は課も違うので、ちょっと話をしなくちゃいけな

いと思うんですけれども、中身がいまいち理解できないんですけれども、了解いたし

ました。 

   続きまして、ページ、５３ページ。 

   ここにプレミアム商品券事業として計上されております。中の歳出歳入の主なもの

としても紹介されておりますけれども、この辺は２３ページになります。 

   プレミアム商品券事業として８,６３８万円計上されています。この商品券、プレ

ミアムつきの事業の目的とまた内容をお聞かせいただけないでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） ７番藤田議員の質疑にお答えいたします。 

   プレミアム商品券の目的でございますが、秋に予定されています消費税の税率アッ

プ、それに対しまして、福祉対策の一つということで実施されるものでございます。 

   内容としましては、額面２万５,０００円の商品券を２万円で販売するというもの

でございます。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 今回の交付金としてこれは出ているんですけれども、事務費補助

金で８６３万８,０００円となっておりますけれども、事業費は計上を今回されてい

ないと思いますけれども、この事業費も国の交付金として入ってくるんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   この事業に関しましては、国が全額補助するということになっております。また、

事業も商品券の印刷ですとか、あと事務費等もろもろ全て計上はされておりまして、

計上額が、予算計上しておりますのが８６３万８,０００円ということでございます。 

   歳入につきましても同額計上させていただいています。 
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   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 今、最後、何言ったかちょっと聞こえなかったんですけれども、

もう一度お願いします。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） 事業費が８６３万８,０００円計上させていただいてい

ます。歳入につきましても、同額国の補助ということで計上させていただいていると

いうところでございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 今回、事務費補助金として８６３万８,０００円計上しています

よね。当然事業費、これは後からちょっと質問しますけれども、そのお金の関係はあ

れですけれども、じゃ、この８６３万８,０００円、結構大きな金、国からの交付金

ということなんですけれども、この事務費ですか、今回の予算の主な使い道は何に使

うんですか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   主なところで申し上げますと、商品券の印刷、それから商品券の受付、販売、そう

いった業務の委託というところが額的に大きなところでございます。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） また、事業の内容というかも、これは明確になっているんですか。

明確になっていることで、印刷なり受付、発行なんかができると思うんですけれども、

事業費がこれ計上されていないですよね。その中で、今回事務費ということで

８６３万８,０００円計上されておりますけれども。 

   じゃ、次にいきます。 

   事業期間が平成３０年度から平成３１年度までとなっていますが、いつから発行す

るんですか。有効期間というかを伺います。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   今回商品券買える対象となる方でございますが、まず、２０１９年度で住民税の非

課税であるということ。それから、３歳未満の子が属する世帯の世帯主が対象になる

ということでございます。この３歳未満の子どもの基準でございますが、当初、６月

１日というのが基準であったんですが、けさの新聞なんかを見ますと９月末までとい

うような報道もされておりますので、ちょっとまだ流動的ではありますが、一応６月

ごろにまず対象者に対して通知をお出しするというような作業になってくるかという

ふうに考えております。 

   以上でございます。 

◎休憩の宣告 
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○議長（白岩征治君） 質疑の途中でありますが、ここで午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時００分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き、議案第８号に対する質疑を続行いたします。 

   ７番藤田節夫君の質疑を許します。７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） ７番。では、事業補助対象者が低所得者と子育て支援となってい

るが、低所得者と子育て世代とは、具体的に対象者はどういう方たちがなるんでしょ

うか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   対象者ですが、まず１つが２０１９年度住民税非課税者ということになります。た

だし、住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護被保護者等を除くとい

うふうになっております。 

   それから、子育て世代につきましては、３歳未満の子が属する世帯の世帯主という

ことで、３歳未満の子の数によって変わってくるというところでございます。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 村での対象者ですか、まだ国のほうでも、先ほどもお話ありまし

たとおり、けさの新聞で商品券の対象を９月出生までなんて今日新聞に載っていまし

たので、なかなか対象者と言われても大変だと思いますが、対象者人数はどのぐらい

見込んでいるんですか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   非課税者につきましては、これから税務課のほうで抽出作業をするということであ

りまして、ちょっと数については把握しておりません。 

   それから、３歳未満につきましては、おおよそ四、五百人ぐらいではないかなとい

うふうに見ております。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） ７番。このプレミアム商品券で利用できる範囲、村内とか村外、

県南地区というか、そういったところまで範囲を伸ばすのか、広げるのか、どういっ

た考えを持っているんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   商品券を利用できる店舗につきましては、これから公募いたしますが、一応村内の

事業者ということで考えております。 



－163－ 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 了解しました。 

   それで、この事業運営、前回もプレミアム券の発行をしたと思うんですけれども、

前回は商工会議所で委託してやった記憶がありますけれども、今回はどこの部署でや

るのかお伺いします。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   現在まだ調整中でございますが、一応商工会に委託したいというふうに考えており

ます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 商工会なのかネットを見ると民間に委託したりしているところも

ありますけれども、個人情報が今は守られるかどうかという心配もありますので、そ

ういったところを注意してやっていただきたいなと思います。 

   また、これプレミアム券、低所得者層、非課税世帯と言われるところなんですけれ

ども、いろんな方がいると思うんですよね。結局通知はしたけれども外出できないと

か、そういった方も当然いると思うんですけれども、そういった対応は考えられてい

るんですか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えします。 

   申請に来ることができない方についてということですか。現時点では考えておりま

せん。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 考えていないということですけれども、ぜひ検討するというか、

世帯を把握できると思いますので、ぜひその辺も考えてやっていただきたいなと思い

ます。 

   いずれにしても、収入の低い世帯に対しての今回の事業ですが、もともと厳しい生

活をしている世帯なのに、先ほどのプレミアム券が２万円から２万５,０００円、

５,０００円のプレミアをつけてやるという話でしたけれども、一気にそうやって厳

しい生活の方が２万円出せるとは私思わないのですけれども、これを１万円にしたり、

１万円のやつを１０枚にしたり、５,０００円のやつを１０枚にして、そこにプレミ

アム券をつけてやるという方法もあると思うんですけれども、その辺は考えているん

でしょうか。もう決まっているんですか、これ。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   現時点で考えておりますのは、５,０００円で買えるようにしたいと思っておりま

す。あと、１枚の額面を５００円、それで進めていきたいというふうに考えておりま



－164－ 

す。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） ５,０００円のやつを１０枚で５,５００円ですか、という形にし

ていきたいと、１０枚つづりでという考えでよろしいですか。わかりました。 

   なかなか生活厳しいのに１回２万円出すというのは、ましてや期間もあることなの

で、その期間に使用しないと無駄になってしまうということになりますので、そうい

った点は使い勝手のいいものにしていただきたいなと思います。 

   いずれにしましても、この政府案の今回の地方選や参議院選を見据えたいつものば

らまき政策なのかなと私は思っています。この政策による経済効果は薄く、消費の回

復に期待はできないと思います。１０月に実施予定の消費税１０％に引き上げること

を取りやめることが一番の景気対策につながるんではないかと思います。そもそも低

所得者に負担の重い消費税増税こそ中止すべきだと私は思いますので、ここで課長に

言ってもどうしようもないことですけれども、そういったことが今、政府では常にや

られているということをご理解していただきたいなと思います。 

   以上で私の質疑は終わります。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） ４番鈴木勝久です。議案第８号「平成３１年度西郷村一般会計予

算」について質疑をいたします。 

   まず、忘れないうちに言っておきますけれども、先ほど同僚議員がおっしゃいまし

たまず西郷村総合運動公園整備事業、１,２３２万７,０００円の件についてでござい

ます。 

   私、聞いていまして１つ気になったことがございます。この総合運動公園の整備、

なぜやるのかということなんですけれども、その目的についてお尋ねいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） ４番鈴木勝久議員の質疑にお答えいたします。 

   総合運動公園の話ですけれども、小さいお子さんから高齢者まで運動を通して、時

代に合った運動ですね、それから健康増進、それから世代間の交流ということで、さ

らには施設の集約化ということで考えております。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 今、目的、村長より言われましたが、これ設計業者に委託するん

でしょう。委託料と書いてありますから、委託業者があって、その人に設計していた

だくということでよろしいんですか。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 鈴木議員の質疑にお答えいたします。 

   ２月にプロポーザルを行いまして、２月に委託先の業者が決定しているところでご

ざいます。よろしくお願いします。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 
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○４番（鈴木勝久君） プロポーザル方式で委託先を決めるということなんですけれども、

そこで重要視したことは何でしょうか。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 総合運動公園基本構想策定の委託でございますが、まず

はじめに計画の準備、そして現況調査、資料収集整理、事業手法の検討、住民意向調

査、基本理念・整備方針の検討、導入施設・移転施設の検討、整備適地の選定、事業

計画の検討、概算事業・ランニングコストの算出等となっております。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 今もろもろおっしゃいましたが、その中でも重要視されたのは何

でしょうか。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） これから総合運動公園基本構想の策定委員会等立ち上げ

まして、その中でいろいろな案件を検討していくような形になります。また、施設、

今一番折口原グラウンド、テニスコートとソフトボール球場あるんですが、そこの移

転先も今後検討していかなくちゃいけないというような部分もありますので、その辺

を含めた部分で今後検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 今村長のおっしゃった目的、一番そこを達成するためにどういう

提案をなさったか、そこが重要なんじゃないかなと思います。さらに、コストシミュ

レーション、それが一番大事なところですよね。だから、そういう提案のキーになる

部分、大事な部分を、そこに提案ばかりじゃなくてその前に、そういう今村長がおっ

しゃった目的と、どのぐらいの予算ベースでできるんだ、そしてその後にどのぐらい

のコストがかかるんだと、そういう部分が非常に大切になると思うので、それをまず

提案しておいて、そういう部分を中心に提案していただければいいのかなと私は思い

ましたけれども、今課長が言われましたやつだと、とらっとして、どういう運動公園

を描いてつくっていって、それを政策に結びつけていっているのかなというのが非常

にわかりづらい。 

   ただ、前の先輩議員に言われたときは、公約の一つですと言ってたんですけれども、

もうちょっと時代が変わってきました。その公園をつくることに交流人口を増やした

り、地域のゼロ歳児、３歳児、５歳児、どういう遊びができるのか。あと高齢者の方、

それをどう利用するのか。そういうのはある程度の構想ができて、それを逆にこちら

から提案しておいて、それを総合的にこちらが提案したのに一番合致するのがという

やつですから、基本的にはこっち側がそれによって何をしたいかというのが一番重要

だと思うんですよ。それは何の計画でもそうだと思うんですけれども、私見ていると、

常に何かアウトソーシング、外部委託してつくったことで、これでいいですかと細か

いところで。そこのパイで細かいところだけいじるだけなんですよね、見ていると何
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でも計画が。 

   ですから、もうちょっと広い視野に立って、４次計画なんかもあるんですから、古

いやつですけれどもあるんですから、そういうのを踏まえて西郷村をどうしたいとい

うのの一環として、地域交通もそうですけれども、そういう発想で公園もつくるべき

じゃないかなと私は思っていますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えします。 

   目的とか予算とかコストとかを考えてという、確かにおっしゃるとおりであります

けれども、まずメニュー、いろんな施設あるかと思うんですよね。午前中にお話しし

たように、テニスコートとかパークゴルフとかいろいろありますし、今言われたよう

にゼロ歳からの要するに遊び場ですね、芝生があったり、父兄と子どもたちが遊べる

場所、それも必要ですし、小中・青年においては競技力向上という意味での施設も大

切だと思いますし、高齢者においてはやはり外出、食事、交流、これが大切だと思い

ますので、高齢者が気楽に行けるような施設をつくりたい。そういう思いがあります

けれども、まずは真っ白な状態でいろんな意見を吸収することから始めたいという私

の考えがありますので、どうかご理解していただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 皆様の意見を聞きながらというと何もできないんですね、結局。

私、そう思います。村長が大きな哲学を持って、この西郷村をどうにする、もっと言

うと、人生とはとか、幸福とはとか、生きるとはと、そういう大きな枠の中からこ

ういうものを西郷はつくっていきたい、先駆的な。どこどこにあるやつをまねすると

か、あれをまねするとか、設計屋というのは大体そうなんですよ、いいところのやつ

をちゃかちゃかとって、形にして終わりなんですけれども。ほかは犠牲にしても、自

然豊か、この西郷村。今はさわやか高原公園都市ですけれども、ここ一番の財産にな

っているのは、私、水だと思うんですよ。分水嶺があって、地下水がいっぱい流れて

いて、ダムがあって、市町村に、西郡に水を供給している。水が一番ここの売りだと

思っています。山林があって、地政学というか、ここに来ないとその景観も見られな

い、こういう利点があるはずなんです。今までそれを利用しなかった。そこに問題が

あって、お客さんというか、外の交流人口が増えない、そういう点があったと思うん

です。 

   この機に、小さい拠点づくりというのも大切でしょうけれども、その大がかりな構

想、そういう部分も今回これを機に考えていっていただきたいなと思っております。

これは以上にいたします。 

   そしてもう一つ、次、言ったプールの問題です。プールの問題。プールは、子ども

を抜きにして大人の対村民と村外の人の対比、それを教えてください。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） ４番鈴木議員の質疑にお答えいたします。 

   まず、大人の人数ですが、大人・シルバー合わせますと７２％ぐらいの数字になり
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ます。小中高校生、（不規則発言あり）失礼しました、村内と村外の対比でございま

すが、村内の利用者でございますが、約５５％で、村外の利用者でございますが、約

４５％という形になっております。人数にしますと、平成２８年、２９年、３０年、

村内の利用者の方が４万５,８７０名、村外の方が３万８,２６６名のご利用をいただ

いているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） それは子どもを抜いた数だったんですか、先ほどしゃべったのは。

子どもを抜いてですよ、大人だけ。大人だけの村内と村外。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） ただいま大人を抜いた部分での村内と村外の数字でござ

いますが、（不規則発言あり）子どもを抜いた利用者、大人の利用者でございますが、

平成２８年、２９年、３０年合わせますと４万２,４０１名。（不規則発言あり）今

の村内・村外の割合は全ての人数を含めています。子どもを抜いた人数ではございま

せん。（不規則発言あり）子どもを抜いた人数は、申しわけございませんが、今のと

ころ把握はしておりません。ただ、今計算しますとすぐに出ますが、よろしいですか。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 私、以前把握していたのは４対６ぐらいで村外の利用者が多かっ

たと聞いていました。それはそれでいいんですけれども、これを一般質問でやらなか

った部分があったんです。ＰＰＰ、ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプランとい

うところに、これは藤田議員も水道事業で質問しましたけれども、公共施設等運営権

制度、コンセッション方式も入っている内容でございますが、私が説明すると質疑じ

ゃないと言われるので、そのＰＰＰとＰＦＩ、これについて一般の方がわからないの

で、ちょっと説明ください。 

○議長（白岩征治君） もう一度、４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） プールの運営に関わることをこの後しゃべるので、ＰＦＩ、この

内容が一般の方にわからないと、聞いている方がわからないんじゃないかなと思って、

じゃ俺がやってもいいんだけれども、これ。説明をお願いします。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） ＰＦＩの意味でございますか。ＰＦＩ、プライベー

ト・ファイナンス・イニシアチブ。こちらは公共サービスの提供に際して、公共施設

の必要な場合に、従来のように公共が直接施設を整備せずに、民間資金を利用して民

間施設整備と公共設備の提供を委ねる手法でございます。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 政府が平成１１年にこれによって民間等の資金等を活用する公共

施設の整備等の促進に関する法律というのをつくったんですけれども、この中に、抜

本改革に向けたアクションプランの中に、公的不動産の有効活用などに民間の提案を
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活用したＰＰＰ事業２兆円、これ平成三十何年までに１２兆円規模の予算がついてい

るんですよ、平成３４年までに。この具体的な例で、水道事業はコンセッションを利

用したＰＦＩの事業、これに２兆円から３兆円出ています。そこに主な取り組みと書

いてありますけれども、そこにさっき言ったように公的不動産とかその他の事業類型、

ここに３兆円出ています。こういう民間の施設管理についてもこれは使えるはずなん

です、その他の事業類型で３兆円。 

   だから、こういう民間を活用した維持管理、これをプール管理に充てたらと思うん

ですけれども、こういう発想はないんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 鈴木議員の質疑にお答えいたします。 

   今現在、鈴木議員のほうからおっしゃっていただいた点でございますが、今のとこ

ろ検討はしておりませんでした。今後、勉強等重ねながら検討していきたいと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 国の政策というか、こういう予算づけがいっぱいありますから、

水道事業で課長なんかも検討するというので話題になりましたけれども、検討という

のはこういうことをしっかり国がやっている政策、それだけどういうのに予算をつけ

るか、こういうのは本当に必要なことなんですよね。世間が何か言っているから、こ

れはだめなやつなんだとか、危ないやつなんだじゃなくて、政府だって税金の使い方

を上手にしようとか、効率的に使おうとか、そういうのに向けて住民サービスをいか

によくするかというのを受けてこういう政策をつくっていると思うんです。 

   ですから、一地方自治体、市町村であっても、これ一応向けているのは県とか政令

指定都市とか、そういう方向に向けて最初動き出したと思うんですけれども、地域の

地方公共団体にとって、市町村でもこういうのを国が出てきたら一応目を通して検討

してやっていきたいなと思っておりますので、ぜひそういう部分も参考にしながら、

４,８００万円が８００万円の収入がない、何かの仕事をやって、財政を、費用、だ

から出していく部分ですよね、それを抑えよう、上げよう。もともと俺は反対なんで

すよ、これ。民業圧迫だと思っていますから。ここに手をつけなくてもよかったんじ

ゃないかな。もともとプールは何のためにつくるというのが１つあって、そっちのほ

うを満たせばいいな。行政が携わるのは最低の部分でいいし、それ以上を望むんだっ

たら民間のそういう企業のもとにお金を出していけばいいと、そういう発想なんです。 

   ですから、もうつくったものですからしようがないとは思うんですけれども、それ

をどうに生かすか。これから公共施設の整備にかかわる部分が相当見直しとか廃止と

か、それを有効活用するにはどうするんだという、そういう発想がこれからだんだん

必要になると思うんです。これの目標としているのは、社会保障をいかに捻出するか、

あれするかという、そういう部分もあるので、ですから、早くそういうところにシフ

トして、西郷の行政もやっていっていただきたいなと思っております。 

   続きまして、今７番議員がおっしゃったプレミアム商品券でございます。 
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   これ、今聞いていたら、世帯に対しての利用だということを聞いたんですよ。アパ

ートに暮らしているひとり世帯の人も、家族、例えば５人１０人で暮らしているひと

り世帯も、これ一律で２万円というか２万５,０００円のプレミアム商品券しか買え

ないんでしょうか。確認いたします。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） ４番鈴木議員のご質疑にお答えいたします。 

   プレミアム商品券、購入できる対象となる方が住民税非課税者というのが１つござ

います。それから、３歳未満の子が属する世帯の世帯主ということで、こちらについ

ては課税されている、いないは関係ないんですが、３歳未満の子どもさんがいる家庭

の世帯主が商品券を買えるということになります。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） だから、１世帯１つというか、２万５,０００円ということなん

ですね。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） １世帯に非課税者が何人かいらっしゃれば、それぞれそ

の人が１枚ずつ購入できます。それから、子どもさんの場合は、３歳未満のお子さん

の数、２人いれば２人分世帯主が購入できるということです。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） これ、西郷はプレミアム商品券、給付型にしたらいかがですか。

そういう対象者に全員５,０００円配ると。そして商品券の事務費、８６０万円は削

ると。政府にかけ合ってください。いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） 国が示している制度でございますので、それに従って進

めたいというふうに考えております。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） これ、不平等なんですよ、やり方が。本当に７番議員言ったよう

に、２万円を換金できない人っているんですよ、実際、国民年金もらっている方。あ

と、役場までわざわざ来て換金する、これをできない方々が多いんです、高齢者の方

に。その方々のほうがこの制度を本当は利用したいんですよ。ただ、その後今度、役

場にというか商工会にとりに来れないぐらいの方なんですから、買い物にも行けない

ですよ。もっと勝手のよい金の使い方というのを考えるべきだし、何でこんなに事務

経費をかけて、一回集めた税金をこんな使い方というか、本当に嫌らしい使い方なん

ですよ。政府頭悪いという言い方なんですよ、これ。せっかく集めたやつを何のそこ

に知恵も働かせないで、またバックさせるという最低の制度なんですよ、これ。何年

もこれ続けているんですよ。だから、これは西郷村として抗議すべきですよ。こんな

事務費使う、経費を無駄に税金を使って、片方で血税だ血税だと上のほうでいいこと

言って、バック戻すのに西郷だけで８００万円も使うんですよ。全国で幾ら使うんで
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すか、これ。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 失礼しました、ちょっと興奮しました。 

   こういうことで、本当に国民の人はそれほどこれを期待していないと思うんです。

そうだったら、本当に給付型にして、そういう人に平等に金を分けるような制度を本

当につくっていただきたいなと思っております。 

   ここからが本題なんですけれども、２４ページの外国語指導助手諸費用、これの内

容について去年より金額が増えていますので、これについて内容を説明いただきます。 

○議長（白岩征治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（高野敏正君） ４番鈴木議員の質疑にお答えいたします。 

   外国語指導助手費ということで２,２２４万６,０００円、これについては昨年度ま

で外国語指導助手３名という形で行っておりましたが、平成３１年度につきましては

１名増の４名ということで考えて、あとは学校のほうに配置したいと思っております

ので、このような形になっております。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） なぜ１名増やしたんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（高野敏正君） 質疑にお答えいたします。 

   外国語のほう、小学校３年生を対象に英語授業の助手として外国語授業に取り組ん

でいくと。また、幼稚園、保育園にも派遣しまして、国際交流・コミュニケーション

を図っていく。幼児期から外国語に慣れ親しむことを目的に計上させていただいてお

ります。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） まず、以前も言いましたけれども、この指導助手、学校内でどの

ような働きというか活動をなさっているんですか。 

○議長（白岩征治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（高野敏正君） 質疑にお答えいたします。 

   あくまでも授業については学校の先生が担当しまして、その補助という形で授業を

行っております。また、外国語ということで、生きた外国語を生で授業に反映すると

いう形をとっております。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） この外国の指導助手を入れたことによって、どのような効果が発

揮されているか。また、その評価は誰が行って、どういう基準でその評価を決めてい

くのか。わかる範囲で結構ですので、教えていただけますか。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） お答えいたします。 

   ＡＬＴは、今課長のほうから答弁ありましたとおり、教師のいわゆる助手として授

業の中で有効な活用を図る。例えば、発音はやはりネーティブの発音が子どもたちが
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じかに聞けるとか、それから、会話をする際に、先生との会話もありますが、ネーテ

ィブの方との会話をする経験がやはり大変重要になってくる。そういうことで、学校

のほうで授業を行っていますので、その指導助手の取り組みについての評価は、学校

のほうで通してやっていただいておりますし、契約して派遣してもらっているもので

すから、何かあった場合にはその契約している会社のほうとやりとりをして、評価も

そこに生かしながら、有効な活用を図るように今努めているところでございます。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 発音とネーティブの何と言いましたっけ（不規則発言あり）です

ね、会話。その後に、私、ＬＡＮ整備事業についても話すんですけれども、ＩＴ関係

についてですね。 

   まず、けさ文部科学省が今後の英語教育の改善・充実方針について報告。グローバ

ル化に対応した英語教育改革の５つの提言。英語教育改革です。これ５０ページあり

ます。現場の先生が、文科省から出された宿題というか命題というか、こういうこと

をやりなさいよというのを現場の先生方は本当に把握して、それを実行に移せるんで

しょうか。いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） お答えいたします。 

   文部科学省からは、いろいろな情報がインターネット等を通じて出されております

し、冊子も学校のほうに来ております。必要なものについては、その都度学校、教員

の間で共有したり、実施に向けて検討したりしますが、学校教育の中で一番基本に置

くのは、もちろん学習指導要領ですので、その学習指導要領の中で各学校のいわゆる

教育課程、カリキュラムの中に組み込んで実施していく。その際の、実施に向けた際

の留意事項といいますか、施策的に注意してほしいという点について、文部科学省か

ら出されたそういった情報を随時生かす方向、全て生かせているかどうかということ

になるとなかなか難しいですが、そういうことを繰り返しながら、学校現場では教育

実践に当たっているというのが現状であります。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 前にも言いました、外国語、道徳、それにゆとり教育。文部科学

省は机の上で相当なことを書いているんですよ。もっともなことなんです。グローバ

ルに向かっていくのには必要な、読むとうんうんと納得することばかりなんですよ。

でも現場は、たしか先生、教育長は現場をやっていらっしゃって上がってきたからわ

かるんでしょうけれども、大変混乱していると思うんですよ、これ。出すのはいいん

ですけれども。だから、これ単独事業なんですね、外国語指導助手というのは。 

   本来国がつくってくれたんだったら、英語をグローバルの水準、どこまで持ってい

くのかわからないですけれども、持っていくんだったら国が予算立ててくれればいい

んですよね、これ。義務教育なんですから。現場には次々あれやれ、これやれ、学習

指導要領の４章外国語活動、３章にも書いてありますわね、これ学習指導要領。現場

は相当混乱していると思うんです。 
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   こういうのをどこまで受け入れるか、あと受け入れる先生の体制も、３年前のアン

ケートですと、あのとき二十何％ぐらいでほとんどの人が不安だと言っているし、そ

れだけの英語を教えるのに相当不安だというやつで、ＡＬＴを持ってきたとあるんで

すけれども、そのＡＬＴもなかなか見ると変なまがいのやつで、子どもに英語を教え

るんじゃなくて、逆に政府は日本のよさを外国に広げるためにそのＡＬＴを利用した

みたいなことが書いてあったし、だから現場が相当混乱していると思うんですよ。 

   だから、こういうのも教育長のほうからもっともっとわかりやすく、使いやすく、

子どもにどこまで教えていただけるんだと、期待しているんだというのをもうちょっ

と言って、現場が混乱しないようなシステムをつくるような、そういう何か会議か何

かないんでしょうか、教育長。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） お答えいたします。 

   学校現場のことを大変心配していただいて、大変ありがたいと思うんですが、例え

ば外国語につきましては、学習指導要領に外国語によるコミュニケーションにおける

見方、考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことのゲ

ーム活動を通してコミュニケーションを図る基礎となる資質、能力を育てるんだよと

いう、これは小学校ですが、そういう目的に従って、各学校では授業を行うわけです

ね。教育委員会といたしましては、その目的に向かった教育実践の効果が上がるよう

な予算的措置を図るということで、今回の予算にはＡＬＴの１名増員ということでや

らせていただいております。 

   だから、予算の中でできることというのは、なかなか限られていますし、今、村長

も外国語授業でコミュニケーション能力を高めたいということで力を入れるお考えが

ありますので、そのためには、どういう環境づくりがいいのかということを、今いろ

いろ学校のほうとも話しております。その中の一つとして、今回はＡＬＴを１名増員

さえていただく予算を計上しております。これが全てではないので、やはり今後もど

ういった環境整備のための予算執行をしていけば、教育現場でいわゆる狙いを達成さ

せられる、高めることができる、そういうものが取り入れられるかを引き続き検討し

ていかなければならないと思っております。 

   また、新しいものが次々に出てきていることも確かですが、その都度それに関する

研修会とか、そういうものを国、県、提供していますので、そういう場に先生方が行

っていただくとか、あとは村独自でも先生方の負担にならないような配慮をしながら、

情報提供や研修ということの機会を設けていって、新たな教育的な課題の解決に向け

て取り組んでいこうと考えているところですので、どうぞご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 先生方が大変だといって味方しているわけではないんです。先生

方の質ももうちょっと向上していただきたい。だから、さっき言ったように、研修会

等々十分なさっていただいて、どこまで目標にしているか、その内容についてはまだ
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わかりませんけれども、グローバル社会に向かってという話ですから、そのとおりな

んでしょうけれども、これから生きていくのに、子どもたちには英語が大切な必須条

件になってくると思います。要は、外国人を入れてというところが問題なんですよ。

もうちょっと機能的な、２,０００万円をそこに使うんだったらもっと機能的なやり

方があるんじゃないかというので、次に行かせていただきます。 

   公衆無線ＬＡＮ整備事業なんですけれども、ここに入らせていただきたいんですけ

れども、教育環境自体のＩＴ化、これは世界最先端ＩＴ国家創造宣言に出ているもの

で、利活用の裾野拡大を推進するための基盤強化というところに人材育成教育という

のがあります。これは、この中で（１）教育環境自体のＩＴ化とありますけれども、

この内容はご存じでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 勝久議員、一般質問にならないようなあれでお願いいたします。

４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） じゃ、質疑を変えさせていただきます。 

   せっかく公衆無線ＬＡＮ整備事業に５,８００万円使っております。これの目的を

まず教えてください。 

○議長（白岩征治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（高野敏正君） ４番鈴木議員の質疑にお答えいたします。 

   公衆無線ＬＡＮ整備事業ということで５,８７５万９,０００円、この事業につきま

しては、総務省の国庫補助事業ということで行いたいと思っております。これについ

ては、防災拠点事業ということで、避難所等にＬＡＮ整備、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整える

整備事業ということで、それについては学校が避難所となっているということで、学

校のほうにＷｉ－Ｆｉ環境を整備したいということで考えておりますので、ご理解お

願いします。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 議長、４番。これは学校教育の中でどのように使われていこうと

今お考えなんでしょうか。その辺をお聞かせください。 

○議長（白岩征治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（高野敏正君） お答えいたします。 

   学校現場については、今現在、有線でパソコン教室というところにパソコンを中学

校、小学校に生徒用については一応３３台、あと先生用に１台を整備しております。

今、公衆無線ＬＡＮ整備事業においてこれを整備することによって、各教室で利用が

できるということになりますので、インターネットとタブレットを使いまして授業の

ほうにも利活用させていただきたいと考えております。これについては、先ほど申し

ましたとおり、防災拠点事業ということで、防災拠点ということで学校に整備する。

平常時には小中学校でＩＣＴ環境という形で利用させていただきたいということで考

えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 国では、２０１０年代中に全ての小学校、中学校、高等学校、特
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別支援学校で教育環境のＩＴ化を実現するとともに、学校、家庭がシームレスでつな

がる教育・学習環境を構築しろとなっているんですよ。防災はここに書いていないん

ですよ。教育の中で２０１０年代中にこういう環境をつくれと言っています。 

   学校の高速ブロードバンド接続、１人１台の情報端末配備、電子黒板、無線ＬＡＮ

環境の整備、デジタル教科書・教材の活用等、初等教育段階から教育環境自体のＩＴ

化を進め、児童生徒等の学力の向上とＩＴリテラシーの向上を図ると、こうなってい

るんですね。 

   だから、何か防災無線もそうですけれども、防災って、防災のほうから予算をもら

うと、何かそれを自由につくれないみたいなところがありますけれども、そのほかに、

新しいものづくりであるデジタルファブリック、３Ｄプリンターやロボティックスプ

ログラミング、情報セキュリティー、コンテンツ作成等の学生等が将来を展望した技

術を習得できる環境整備を教育環境のＩＴ化とともに進めてくださいよと、ここに書

いてありますね。 

   ですから、ぎりぎりでここ、我が西郷村はＬＡＮ環境の整備に走ったんですけれど

も、もう２０１０年代ですから、今年中にさっき言ったブロードバンドとか１人１台

の端末機配備、ここだけ言いますけれども、その１人１台の情報端末配備、西郷村は

されていますか。 

○議長（白岩征治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（高野敏正君） 質疑にお答えいたします。 

   子どもたちについてはパソコン教室にある３３台を利用ということで、１人１台と

いう配置にはなっておりません。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） まずこれ、端末機というか、これ１台幾らぐらいするんでしょう

か。 

○議長（白岩征治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（高野敏正君） 鈴木議員の質疑にお答えいたします。 

   端末機を、ピンからキリまであると思いますが、購入しても、今、ＬＡＮの環境が

整えられていないということで、学校のＬＡＮ整備になっているのは、今、前に申し

ましたとおり、パソコン教室にある３３台ですので、今回文科省にもこのような整備

事業はあるのですが、今回補助を防災のほうに手を挙げさせていただいたのは、補助

率とかそういうものも勘案しながら、この事業で設置したいということで考えており

ますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） このやり方は、何か質疑に合わないと、今議運委員長に注意され

ましたので、これ以上いきますと一般質問みたいになってしまいますので、この辺で、

これしゃべることいっぱいあったんです、一般質問で間に合わなかったから。ただ、

教育に関してＩＴ化というのは非常に大切なので、もうちょっと国の政策を見ながら、

これも見ていただきながら、適切に処理というか、いち早くそういうシステムをつく
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っていただければ、外国語指導助手手当、諸手当を減らしても、こちらでもっと質の

いい授業ができるのじゃないかなと思っています。 

◎発言の取り消し 

○４番（鈴木勝久君） あと、議長に訂正をお願いしたいんですけれども、さっき外国語

というのを何か外国人、外国人と言っていたみたいんだったんですけれども、外国人

をという部分を削除していただきたいと思います。違う。（不規則発言あり）わかり

ました。今、指摘されました、また。外国人を入れてということが問題なんですよと

いうことを、削除していただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 議長において指示します。 

（「訂正ではないでしょ」という声あり） 

○４番（鈴木勝久君） 削除です。 

○議長（白岩征治君） 削除だとみんなの賛否とらなくちゃならないので。 

○４番（鈴木勝久君） 訂正してください。 

○議長（白岩征治君） 訂正ね。議長において許可いたします。 

（「訂正、取り消しですよね」という声あり） 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君の質疑に対して、外国人を入れてということが問

題なのですということでございまして、これを取り消ししたいということでございま

すので、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

   それではこれを取り消しいたします。 

◎議案第８号に対する質疑（続行）、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 質疑を許します。４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 次は、予算書の５５ページです。 

   節の１９負担金、補助及び交付金の中の下から１、２、３、４、５番目。負担金の

一番下ですね。図柄入り白河ナンバー導入負担金とあります。以前、私はこの件につ

いて白河ナンバー導入は反対しておりましたけれども、どのような経緯でこの白河ナ

ンバー導入されたのか、お伺いいたします。 

◎休憩の宣告 

○議長（白岩征治君） 質疑の途中でありますが、ここで午後２時２０分まで休憩いたし

ます。 

（午後２時０２分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後２時２０分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き、議案第８号に対する質疑を続行いたします。 

   ４番鈴木勝久君の質疑に対する答弁を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） ４番鈴木議員の質疑にお答えいたします。 
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   図柄入り白河ナンバー導入でございますが、昨年１１月に白河ナンバー導入の実行

委員会、開催されまして、そこで図案の決定がなされました。今後、国土交通省と調

整がございまして、白河ナンバーの交付につきましては２０２０年に予定されている

というところでございます。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 白河ナンバーは、じゃ決定ということですね。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） 導入は決定されております。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） それはどのような経過で決定されたんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 結構でございます。ただ、決定されたことには間違いなくて、

２０年の何月でしたっけ。（不規則発言あり）２０２０年から、お願いします。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   何月というのはまだわかりませんが、２０２０年に交付予定ということでございま

す。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 経過は本当、必要ですよね。村民もこの決定にはどうしてなった

のか、その経緯も何もわからなくて急に決まったという感じでございますので、皆様

にそれも広報等で周知していただきたいなと思っております。 

   続いて、公共交通から、５５ページに入ります。地方路線維持経費対策事業運行補

助金、それに、その上にありますデマンド交通実証実験２,２００、それに９１ペー

ジ、外出支援事業６２２万１,０００円、それに公共でスクールバスが、ちょっと今

見当たらないんですけれども、スクールバスにも予算ついております。これ、総額で

地域交通にかかっている経費、ちゃぽランドの送迎にも村の一般会計から予算出てい

ますよね。総額いたしますと、公共交通にかかっている予算というのは全体でどのぐ

らいあるんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   ちょっと正確な数字はわかりませんが、福島交通の補助が大体三千四、五百万円と

見ていますね。あとそのほかに外出支援などを含めまして、大体５,０００万円ぐら

いと、それぐらいの数字になるかと思います。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 今５,０００万円ぐらいと言われたんですけれども、市町村生活

交通対策事業運行費補助金が３,６５３万７,０００円、地方バス路線維持対策事業補

助金が１５０万円、それにデマンド実証実験で２,２９８万８,０００円で、外出支援

に６２２万１,０００円、それにスクールバスが、どのページかちょっと見当たらな
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くなっちゃったんですけれども、その今言っただけで５,０００万円ははるかに超え

ていますよね、６,０００万円近くいっています。 

   これも、今回デマンド交通実証実験は１００％国の補助だと聞いていますけれども、

これもデマンド交通というか、総合的に地域交通を見る場合、もうちょっとシミュレ

ーションしてどのぐらいに抑えるというのを枠を決めて、こっちが増えたときこっち

を減らすとか、全体でデマンドありきで補助金がもらえるからそれじゃなくて、デマ

ンドをやったお金が入ってきたら、路線バスの運行状況を減らすとか、そういう臨機

応変な作戦というか程度でどのぐらい経費が抑えられるのか、ある程度は実証実験で

金をいただけるからそれもプラスしてじゃなくて、そういうものを減らしながらトー

タルで、スクールバスにしろ外出支援にしろ、そういうのを含めてトータルでどのぐ

らい西郷村から費用が出せるんだというのを、ある程度やっぱりそういうのも把握し

ながら、そういう全てを網羅しながら予算編成ってすべきじゃなかったのかなと思う

んですけれども、その辺はどのようにお考えだったんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   路線バスの統廃合につきましては、デマンド交通の実証実験が終わったところで整

理していきたいというふうに考えております。それから、経費につきましては、現在

の路線バスの補助と、それから外出支援事業にかかっている経費、デマンド交通を実

施した際も今までかかっていた経費でおさまるようにやっていきたいというふうに考

えております。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） ありがとうございました。 

   そういうコスト面、非常に頭に入れてやっていっていただきたいなと思います。 

   これで質疑を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） １４番。議案第８号「平成３１年度西郷村一般会計予算」を質

疑いたします。 

   ページ数なんですが、２７９ページですけれども、西郷村一般会計予算に関する資

料であります。級別の標準的な職務内容ということで一覧が載っております。この一

覧の中で、４級は困難な業務を処理する課長の職務となっており、６級も同じように

書いてありますけれども、困難な業務ってどんな業務なのか教えていただきたい、そ

のように思います。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えいたします。 

   ちょっと今すぐあれなので、調べてからお答えします。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 私の想定する考えの中では、税務課に勤めていて徴収に携わっ

たような方が危険な業務と何か記憶にあるような感じなので、総務課長のほうでなお
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さらに調べていただきたいなと、そのように思っております。 

   ６級が参事なんですけれども、福島市あたりでは、西郷村と大玉村が一番住みよい

町・村だという話をしているそうなんですね。大玉村自体は、一度研修に行ったきり

で、私もどんな内容なのかは知りませんけれども、庁舎に入って研修をした際に、部

長制をとっているんですね。人口は多分１万人未満だと思うんですけれども、その

１万人未満で住みよい、町だよね、あそこ。町で、部長制をとれて、何で住みよい村

で部長制が今までとれないのか、その辺に対して答弁願いたいと思うんですが、よろ

しくお願いします。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） 突然の質疑で戸惑いを感じますけれども、大玉村は部長制という

こと、私、初めて聞きました。部長制を敷くのがいいかどうかは今後検討してまいり

たいと思いますけれども、今のところは機構改革の中で住民サービスをしっかりやっ

ていきたいという考えであります。 

◎発言の訂正 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 大玉町と発言しましたけれども、大玉村に訂正いたします。 

○議長（白岩征治君） 許可いたしました。 

◎議案第８号に対する質疑（続行）、討論、採決 

○１４番（大石雪雄君） 村長も突然の質疑で戸惑いを感じることだと思いますが、それ

では西郷村が２万人の人口になって、何が変わりましたか。２万人前の村と、２万人

超えてもう数年たちますけれども、私はやはり２万人だったら２万人らしい、町には

しなくても、村を目指していくべきかなと思うんですね。そうしたら、やはり村長は

今回機構改革して、俺はやっていくぞと、その意気込みは十分に私も感じます。公約

に向かってもプロジェクトを組んでやっていくと。そういう意味では、やる気でいる

なという感じもしております。 

   ただ、職員数がこの資料で見ますと１４６名です。そして、嘱託さらには臨時職員

を入れればかなりの人数になると。さらに、後ろを見させてもらって、歳出予算の分

類表を見ると、人件費だけで１３億６,７３５万７,０００円という金額が計上されて

おります。これは、もう大企業並みなんですよね。中小企業でこれだけの職員がいて、

さらに管理職と臨時職員がいる、それを大企業に例えれば、もう大企業だと思うんで

す、私はね。 

   ということは、村長が手がけた機構改革は、間違いなく成功するものと私は思って

おります。機構改革の中にやはりピラミッド型に人事がなされれば、さらにもっと機

構改革が生きていくのかなと、そのようにも思っております。庁舎がまだ改築しない

うちから、何もかにもが大変無理がなされるところかもしれませんが、人口減になる

と予想される中で、やはり組織だけはしっかりした組織を持って、やっていってほし

いなということで質疑をいたしました。 

   次に、２つ目の質疑でありますけれども、ページ数、６ページです。第１款村税、
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目１村たばこ税ということで質疑をさせていただきます。 

   健康推進法の一部で、受動喫煙防止条例、受動喫煙防止法ということが最近騒がれ

るとともに、すぐに施行しなきゃならない時点に来ているわけですが、村として受動

喫煙防止に対してどのような考えのもとに施行していくのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えします。 

   今、議員ご指摘の受動喫煙防止でございますが、健康増進法の一部を改正する法律

の中で定められ、今年の７月１日から地方公共団体等の庁舎については施行をすると

いうふうなことで期日が定められておりますので、その期日に実施をするということ

で考えております。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） さらに質疑を進めます。 

   税務課長、たばこ税が前年度、平成３０年から見ると４４６万４,０００円減なん

ですね。前年度から、平成２９年、３０年ですか、平成３０年度が２９年から見ると

４４６万４,０００円。その要因たるものは何なのか、ちょっとお答えしていただき

たいと思います。 

○議長（白岩征治君） 税務課長。 

○税務課長（伊藤秀雄君） たばこ税の減収という形の要因ということで、おただしがご

ざいました。 

   先ほど議員のほうからもお話ありました受動喫煙という形でいろいろ問題がありま

して、今、たばこも種類ございまして、紙巻きたばこ、さらに加熱式たばこというこ

とで、受動喫煙のそちらのほうで影響が少ないと言われる加熱式たばこへの変換、切

りかえされている方が多いと思います。ちなみに、たばこ税の税額の算定につきまし

ては、紙巻きたばこの本数換算でいきます。そこで、加熱式たばこについては、紙巻

きたばこと同等の本数換算ではなくて、そちらから加熱式たばこの種類によりまして

紙巻きたばこの１５％から７５％程度の税額が低くなっており、結果的に加熱式たば

こに切りかえられている方が増えてきて、たばこ税、税収的には落ちてきていると。 

   最近では、平成２７年度が一番１億７,５００万円ほどありまして、そこから大体

年々１,０００万円から１,２００万円程度減少傾向になって、今回平成３０年度につ

きましては、つい先ほど２月分の申告のほうがございまして、前年度、平成２９年度

と比較すると、今回平成３０年度分のたばこ税については１５０万円ほど減額になっ

て１億５,１８０万円という予定になっております。 

   今回、平成３１年度の当初予算としては、今までの減少傾向も含めて当初予算では

１億４,７００万円を計上しています。当初予算で比較しますと６００万円ほど減に

なりますが、こちらのほうも今年の１０月１日からまた加熱式たばこについてのたば

こ税の換算の数字が上がりますので、今後の動向を見ないとわかりませんが、とりあ

えず今回は平成３１年度については１億４,７００万円、最終的には１億５,０００万



－180－ 

円いけるかどうかというところでございます。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 質疑を続けます。 

   今ほど税務課長が申されたように、除染を盛んにやっているころがかなりたばこ税

は多く入ったんだなと、そのように思っております。そんな中で、さらに総務課長の

ほうにお聞きしたいんですが、今年度の７月から庁内は禁煙だということで、おおよ

その人は知っていると思うんですが、私、まだ６月は議員の任期がありまして、議会

に来なきゃならないんですが、もし今度たばこを吸うときはどこで吸えばいいのかお

知らせ願いたいなと、そのように思います。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） 大石議員のご質疑にお答えします。 

   今回の健康増進法の中では、地方公共団体の庁舎というのは第１種施設という分類

に区分をされます。その第１種施設というのが、実は学校、病院、それから児童福祉

施設類と同じところということで、かなり厳しい規制がかかる部類に入っているとい

うことで、基本的には建物内は全面禁煙ということになって、敷地内についても基本

的には禁煙ということになります。ただ、一部に特定屋外喫煙場所というものを設け

ますと、そこの場所での喫煙は可能になるということがありますが、一定の条件を備

えていないとならないということになっております。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 総務課長の今の答弁に納得はしているんですけれども、たばこ

を吸って一番嫌なのは、駅のホームにある喫煙室なんですね。狭いところにいっぱい

煙があって、自分のたばこだか他人のたばこだかわからないくらいのたばこなんです

ね。何でここまでしてたばこ吸わなきゃならないんだというのが、やっぱりたばこや

めるかなと思うんですが、病気でまた吸ってしまうという感じなんですね。一番また

たばこ吸ってせいせいするのは外なんですよ。雨降ったって、濡れたって吸いますか

らね。ですから、その辺をわがまま申しましたけれども、取り入れてもらえれば最高

だなという感じがするんです。 

   それで、あえて参考までに申しますと、私が取引している会社で、今は消防法でプ

レハブは撤去されたんですが、補助金を見つけてプレハブをいただいた、全額補助だ

か何だか、社長にそこまで聞く私も権利ないものですから、ですから、やはり国が、

厚生労働省でしょうけれども、押しつけがましく言う以上は、補助をくれと言いたい

んじゃないかなと。いくら少なくても１億４,０００万円以上のたばこ税が入る以上、

ほかにないようなお城みたいなたばこ吸うところをつくっていただけると、かなり研

修に来る人いるんじゃないかなと。それは余談ですけれども、その辺も考慮しながら、

総務課長、愛煙家のためにひとつ頑張っていただけるようにお願いして、私の質疑を

終わります。 

○議長（白岩征治君） ほかに質疑。１１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。議案第８号について質疑をしたいと思います。 
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   まず、第２款総務費、第１項の総務管理費で目の一般管理費の中の、先ほど７番議

員が質疑されていましたけれども、この中の１９節の負担金、補助及び交付金、この

中でにしごう「絆」育成補助金という項目がありましたよね。この中で、先ほど総務

課長が４月の区長会でお話をさせていただきますと、あと広報紙を使って活用を促し

ていきますというお話だったんですけれども、これで、できれば該当する団体に直接

郵送でこういうのができましたよという案内を送ったらどうかなというふうに思いま

す。 

   この役場庁舎内においては、農政課のほうでこういう補助の申請できるものがあり

ますよとかいう文書を直接いただくときがあります。あとは農業公社のほうからも、

直接こういうものがありますよということで、活用しませんかとご案内をいただいた

りすることあります。ただ、それ以外見たことないので、ちょっと広げれば福島県の

農林事務所とか振興局は、該当する団体に直接そういうのを送ってきます。申請して

くださいということで一生懸命申請して、出すんですけれども、該当しませんでした

と外されることもありますけれども、それが実際行政のやるべき姿かなと思いますの

で、総務課長、いかがですか。伺います。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（真船 貞君） お答えします。 

   今議員ご指摘のとおり、そういった団体に案内をするということも一つの手ではあ

ると思いますが、今回の補助金、既存の団体に限らず、新たな絆づくりということで、

新たな団体もぜひつくっていただければという趣旨もありますので、既存の団体もも

ちろん可能ですけれども、できればそういったことで、新しいメンバーが新しい団体

をつくっていただくということもお願いしたいなと思います。 

   既存の団体には、各課とちょっと相談をしまして検討させていただきたいと思いま

す。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） ちょっと言葉足らずで、既存の団体のみならず、新しく団体を

育成するということで、広報もしながら、そういうふうな既存の団体にも郵送しては

どうかと。それによって口コミも広がっていくのかなというのを考えますので、そこ

はぜひ検討していただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。 

   続いて、第３款民生費の中の第２項児童福祉費の中で、節区分の１３委託料で、今

回ちょっとこの予算書を見ていて、除染の委託料とあと１４の使用料とか賃借料、こ

の部分がちょっとまた気になる部分がありました。特に気になったのを今日２点だけ

ちょっと伺いたいなと思うんですけれども、まず１点目としまして、児童福祉費の中

の目の児童福祉総務費で１３節の業務委託料として、子ども・子育て支援事業計画策

定業務ということで２５３万円という金額を計上されていますけれども、この内容に

ついてまずお示しください。 

   大変失礼しました。予算に関する説明書及び資料の中の７９ページですね。７９ペ

ージの中段からちょっと下のほうですね。 
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○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（相川哲也君） ただいまのご質疑にお答えいたします。 

   子ども・子育て支援事業計画の策定業務でございますが、子ども・子育て支援法に

基づきまして、５年に一度見直しをかけて、５年間の計画を策定するものでございま

すが、今年度、終了年度となっておりまして、今年度はアンケート調査等を既に実施

しているんですが、それを軸に平成３１年度、また新たに５年間の計画を策定する形

となっております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。５年に一度の計画の見直しで、ちょうど今この５年目

がぶつかったということで理解をしたいと思います。 

   ただ、たまたま今回子育て支援センターというんですか、これを立ち上げるという

ことで理解をしていましたので、その立ち上げの中でこの策定業務が新年度から同時

並行で走っていくのはどうなのかなということを考えたので、以前にもあったという

ことで、それをさらに見直しをかけて、アンケート調査をしながら今のニーズに応え

ていくということで理解してよろしいですか。じゃ、了解です。 

   じゃ、続きまして、第４款衛生費、第１項の保健衛生費、説明書の９７ページの中

のやはり節区分の１４使用料及び賃借料で、金額として２１１万９,０００円という

ことで、この中のシステム借上料の中で健康管理システムということで２１１万

９,０００円という金額が計上されていますけれども、まずこの内容について伺いた

いと思います。いかがでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） お答えをいたします。 

   ９７ページの１４の使用料及び賃借料の中の２１１万９,０００円、健康管理シス

テムでございますが、健康推進課のほうに、健康管理システムというのを入れており

ます。こちらにつきましては、９７ページの一番上に健康管理システムとありますが、

７２万６,０００円、こちらは保守となります。これを合わせまして、健康管理シス

テムということで業務を稼働させております。 

   内容といたしましては、住民健診の管理、特定健診、それから後期高齢者の健診の

管理、そして特定保健指導の管理、保健指導・訪問の管理、母子保健の管理、それか

ら予防接種の管理、さらに放射線の管理、そして各種データの一元管理として世帯構

成の表示、各個人ごとの受診状況などを見られます総合台帳管理、さらには健診デー

タの分析ですね、こちらリスクとか前年の比較とか、個人の健診結果を反映した生活

習慣病予防のための構造図の出力など、経年で見ることができるものですから、疾病

の早期発見や治療を行うなど、健康寿命の延伸、介護予防につながるものとなってお

ります。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。健康管理システム、内容については今十分に理解をす
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るところでございます。ただ、その下のほうの１９節のほうに入るのかな、からだの

学校の事業負担金ということで３００万円ほど計上されていますよね。これは、さま

ざまな生活習慣のデータをとられているんだろうなというのはわかるんです。これが

福島医大のほうかな、行っているのが。これとのリンクというのはどうなんですか。

例えば生活習慣の中から見た健診の結果にコミットするとか、そういった部分という

のはどういうふうな管理になっていますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） お答えをいたします。 

   からだの学校事業とのリンクでございますけれども、今のところリンクはしており

ません。からだの学校につきましては、先ほど議員ご指摘のように、白河総合診療ア

カデミーとの共同事業で行っているものでございまして、自分の生活習慣を手帳につ

けることによって、その把握するのはもちろん、どんなことで自分はこういう状態に

なっているかというのも見れるということでございますが、現在のところは、そちら

については先ほどの健康管理システムとはつながっていないということでございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。からだの学校でのデータとこのシステムというのが今

リンクされていないということなんですけれども、以前から申し上げているように、

西郷村で生まれてからお亡くなりになるまで、一貫してその方の健康状況をずっと村

は追跡すべきじゃないかということでお話をしてきております。そういった中で、今

回子ども・子育て支援センターでしたっけか、子育て支援センター、この中で母子の

部分まで入ってくると。妊娠初期からということでお話を伺っていますけれども、い

わゆるそのデータから全てずっと蓄積をしていって、管理をしていくべきじゃないか

と思うんです。それに伴って、西郷村での特有の病気の発症とか予防にもつながって

いくんじゃないかというふうに考えます。 

   あとは、これは余談ですけれども、周産期医療体制に関しても、村としてはやはり

もうちょっと、県南地区を挙げて整備を進めていただきたいと思います。その周産期

医療も含めて、このシステムにうまくリンクしていければ、本当に将来的にいいもの

になっていくんじゃないかと思いますので、お話をして次の質疑に入りたいと思いま

す。 

   先ほど同僚議員からもありました第１０款教育費、第６項の保健体育費の中で、西

郷村総合運動公園基本構想作成業務委託ということで１,１２９万７,０００円という

金額が計上されていますよね。これで、先ほど４番議員がすごくいいことを言ってい

ました。つくる目的は何なのか。まずそこからじゃないかということをお話しされて

いたと思うんです。私もまさにそのとおりで、先ほど聞きながらちょっとノートを書

いていたんですけれども、まずつくる目的はどこにあるのか。そして、この運動公園

をつくっていくための到達点はどこにあるのか。そして、必要性と緊急性はどうなの

か。こういうことはきちんと検討されているのか。あとは建設に伴う予算。あとはラ

ンニングコストはどうなんだと。これ全てに係る将来的な財政の確保はできているの
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かということを、まずは庁内で検討して、そしてさらにその前のページのほうであり

ますけれども、委員会報酬ということで２４名分で７８万円計上されていますよね。

こういった委員会の中でも協議をしていただく。その中で初めてこの基本構想の作成

業務に移行すべきじゃないかと考えるんですけれども、その辺いかがお考えになりま

すか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 上田議員の質疑にお答えいたします。 

   総合運動公園基本構想策定業務の計画の目的でございますが、村では子どもから高

齢者まで多くの村民が体力に応じたスポーツを楽しみ、スポーツ活動を通してさまざ

まな世代が交流する村を目指して、スポーツ推進に取り組んでいます。また、子育て

支援や村民一人一人が生涯にわたり健康で明るく活力あるライフスタイルを送れる生

活環境の整備が求められております。 

   これらの多様な村民ニーズに対応し、村の既存体育施設の利用実態や特性を踏まえ、

その有効活用を図るとともに、村民がスポーツを身近に親しむことができる総合的な

スポーツ活動拠点を整備するための総合運動公園の基本構想をこれから策定していく

ところでございます。 

   今後、策定委員、先ほど議員がおっしゃいましたとおり、２４名策定委員がおりま

す。３月２６日に第１回目の策定委員を開催いたしまして、その中で村民のアンケー

ト調査の内容等を検討しまして、その後、平成３１年度は４回にわたりまして策定委

員等を開きまして、その中でこれからの必要な施設とか予算、ランニングコスト等を

検討してまいります。また、庁舎内幹事会、管理職の中で幹事会を開きまして、年に

２回ほど予定をしております。その中で必要なもの等を検討していきたいというふう

に考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。今説明を聞いて、先ほど４番議員に対しての答弁の中

でかな、乳幼児を含む子ども、青年期、高齢期の方、全ての方に合わせた多世代型の

運動公園を目指したいと村長は答弁されていましたよね。そのような答弁だったと思

うんですけれども、その中でもさらに、一般質問の中でもお答えになっていましたけ

れども、広域圏での対応も検討していきたいと。要するに白河も含めた西郡全体でい

ろんな施設とかを踏まえながら検討していきたいんだというお話だったんですよね。

その考え方については私も賛同するところであります。 

   ただ、今回この予算を見ていると、今、３月２４日に１回目の委員会を開いて、い

わゆるニーズ調査の内容を確認してもらいましたということだよね。こうやって委員

会が動き出したのはいいんですけれども、新年度で予算が１,１２９万７,０００円計

上されているということは、いわゆるこの委員会と並行して策定業務が動き始めるの

か、そこをちょっと確認したいんですけれども、どうなんですか、これは。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 同時進行で今、進むような形になるかと思います。よろ
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しくお願いします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 同時並行でということで、ちょっとそこは理解できないなと思

うんですよ。委員会の中でいろいろ審議をしていただいて、どういう方向に進めると

か、そういうものをもって、初めてプロポーザル方式のほうに、いわゆるコンセプト

と前に言いましたけれども、コンセプトをつくって、そのコンセプトを持ちながら、

プロポーザルのやつを発注をかけて、さて、じゃ自分がプロポーザルを受けるときは

どれがいいのかなと判断をすべきかなというふうに思うんです。ところが、それがち

ょっと抜けているような感じがします。 

   万が一、あともう一つ伺いますけれども、さきに全てにかかわる財源の確保はとい

うことでお話ししました。将来にわたっての確保、いわゆる建設費用、あとはランニ

ングコストの部分。この財源の確保というのはめどがついていますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（緑川 浩君） 現段階ではまだその辺の確保のほうはついておりません。

よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。なかなか予算の確保というのは難しいと思いますよね。

特にこういうものに関しては、国もなかなか財政的には出し渋りをするのかなと思う

んです。そういった中で、いわゆる計画をどんどん進めていくということは、万が一

将来にわたって、じゃつくろうと思ったときに、予算措置ができないと。維持管理費

のお金が賄えそうもないと。そうなったときに、この計画を中止しなければならない。

そうなったときに、じゃ今回、この平成３１年度で支出しようとする１,１２９万

７,０００円、このお金はどうなってしまうんですか。業務委託としてお金を払っち

ゃいますよね。このお金、ただ無駄になっちゃうんじゃないですか。そこを私、一番

言いたいです。 

   だったら、最小限に抑えるためにも、構想委員会の方の報酬ということで７８万円

ですよね。この委員会の方たちにきちんと審議をしていただいたらいいんじゃないで

すか。そして庁内でももう一度考えたらいいんじゃないですか。それから初めてこの

予算を執行すべきなんじゃないですか、伺います。いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） お答えいたします。 

   現在、生涯学習課のほうが所管課で今策定業務をしているわけですが、確認をさせ

ていただきたいのは、今回委託したのは、基本構想をつくるための委託でありまして、

つまり、本当の大枠をこれからつくっていただく。そこで、その業務内容には、住民

の意思調査とか、それから既存の施設の利用とか移築とか、全て絡んだものを含めた

大きな構想をつくっていただく。その中の業務の中には、当然アンケート調査も入り

ますし、この策定委員会を開いて、そこからの意見をいただいて、今後のいわゆる構

想案に生かしていただくと。それがずっと同時並行で行って、最終的には基本構想と
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しての提案をいただくと。 

   それなので、そこからさらには資金等の確保などの検討もしながら、基本計画とか

実施計画と進んでいく、本当のスタートの段階で、こちらがいわゆる村長をはじめ担

当課である生涯学習課もそうですが、そこでの構想とかは全くないわけではないんで

すが、そういうことではなくて、やっぱり今委託した業者さんを中心に村民の意向や

委員会の意向を聞きながら、本当の骨組みのいわゆる構想をつくっていくという委託

業務になっているので、そこら辺がちょっとまどろっこしいというか、ちょっとわか

りにくいんですが、そういう意味で私たちは今いわゆる基本構想づくりをお願いしな

がら、私たちのほうでもやれることをやっていくという流れになっているというふう

に理解しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。構想をつくること自体、理解はしているつもりなんで

す。ただ、それに当たっては、いわゆる財政シミュレーションとか、いろんなものを

検討して、そこから初めてこの一歩を出すべきじゃないかと思うんですよ。じゃない

と、万が一財政的な部分で将来的に負担できないとなったときに、この１,１００万

円、今回支出しようとするお金、このお金がじゃ支出してしまったのも無駄になって

しまうんじゃないかと思うんです。 

   つくること自体だめだと言っているわけじゃないんです。ただ、つくるに当たって、

さまざまな角度から財政的な部分も踏まえてどうあるべきかということを、きちんと

バックボーンをとってからやるべきだと思うんです。それは、やはり村長の政治的な

姿勢、考えとか、あとは政治的な国会議員に対する要請とかいろんな形があると思う

んです。あれだけの大きな雪割橋の予算をとってこられた方なので、そういうところ

もちゃんときちんと詰めてからやるべきじゃないかと思うんです。 

   これ万が一本当に動き出して、この１,１００万円、予算執行して、じゃ実際構想

できました、次、実施計画入りました、さあつくりますよとなったときに、お金、つ

くる費用がないので、じゃどうしましょうといったら、この構想のお金１,１００万

円、次の実施計画のお金、何千万円かかるかわからないですけれども、その部分まで

無駄になってしまうんじゃないかと思うんです。だったら、今の段階できちんと詰め

るところを詰めて、財政的なバックボーンもとってから、私は進めるべきだと思うん

ですけれども、最後に伺います。いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えいたします。 

   いい提言いただきまして、本当に考えさせられるところもあります。教育長が説明

しましたように、まず基本構想スタート、それからじっくり実施設計。基本構想、基

本計画、実施設計というステップを組んでいきますので、その辺はしっかり頭に入れ

ておきながら進めていきたいと考えております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。多分話は平行線になると思いますので、ここで私は質
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疑を終わります。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第８号「平成３１年度西郷村一般会計予算」、本案に対する賛成議員の挙手を

求めます。 

（挙手多数） 

○議長（白岩征治君） 挙手多数であります。 

   よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第９号～議案第１４号に対する一括質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第９、議案第９号から日程第１４、議案第１４号ま

での６件について一括して議題といたします。 

   一括して質疑に入ります。 

   質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   本６議案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第９号から議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第１５号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第１５、議案第１５号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第１５号「平成３１年度西郷村水道事業会計予算」、本案に対する賛成議員の
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挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第１６号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第１６、議案第１６号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第１６号「平成３１年度西郷村工業用水道事業会計予算」、本案に対する賛成

議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第１７号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第１７、議案第１７号に対する質疑を許します。 

   ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 鈴木勝久です。 

   議案第１７号「平成３０年度西郷村一般会計補正予算（第４号）」について質疑い

たします。 

   歳出の面でございます。細かいことは言いませんけれども、４ページ、補正予算額

を見ますと、ほとんど赤字というか、三角マークがついています。これ、一般家庭で

申しますと、相当切り詰めて上手に使っている会計というか、お母さんだなという印

象を与えますけれども、行政は単年度会計になっております。これ、去年の３月に私

たちが賛成で可決した予算にのっとってここまで来て、この補正を出しているわけで

ございますから、しっかり予算を計上して計画的な使い方をするとなれば、こんなに

三角、丸がつくのかなと疑義が起こります。 

   ということは、行政サービス、村民に対するサービスが足りなかったのかなという

単純な疑問が湧いてまいります。これは総括で結構でございますから、このほとんど

の事業に対して、支出に関してほとんどの科目でマイナスになっている原因はどこに

あるかお答え願います。 

○議長（白岩征治君） 村長、髙橋廣志君。 

○村長（髙橋廣志君） お答えいたします。 

   ２方面考えられるかと思います。１つは、効率化、無駄を省いたという点、もう一

方では、予算の見積もりが甘かったのかなという考えもなきにしもあらずです。いず
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れにしても、村民のサービスは一生懸命したと考えております。 

○議長（白岩征治君） ４番鈴木勝久君。 

○４番（鈴木勝久君） 総括ですから、村長がそうおっしゃられるんだったら、そうなん

でしょうけれども。今、民生費とか衛生費等々、村民のほうに向いて一生懸命やれば、

本来ですと足らなくなるのかなというのが一般的に考えられる扶助費の部分ですよね。

足りなくなるのかなと、民生費なんか特にそう思っておりますけれども、事今回は何

か国の話ばかりしちゃいますけれども、国って１００億円以内で９７億円とか９０億

円と予算をつくっておいて、ふたをあけて最終になると１１０億円とか２０億円とか

増える。一般的に予算ってそのようなものだと思っていたんですけれども、増えると

いうのが一般的だと思ったんですけれども、こういう減るということも節約してつく

ったと言えば、村長がおっしゃったんだからそのとおりだなと思いますけれども。 

   １つ言えるのは、もうちょっとしっかりと予算を出してくるとき、その使い道につ

いてもうちょっと真剣に予算編成をしていただきたいなと。いつも言っているのは、

総花的になるんじゃないかというのは、もう前々から言っている話で、そのとおり、

義務的経費というか、使わなきゃならないというのは決まっているわけでございます

から、その部分はしようがないと思いますけれども、もうちょっと予算編成に工夫を

し、また、サービスの向上に努めていっていただきたい。この提言というか、苦言を

呈してこの質疑を終わらせていただきます。 

○議長（白岩征治君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第１７号「平成３０年度西郷村一般会計補正予算（第４号）」、本案に対する

賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

◎休憩の宣告 

○議長（白岩征治君） 質疑の途中でありますが、ここで午後３時４０分まで休憩いたし

ます。 

（午後３時１９分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後３時４０分） 

◎議案第１８号～議案第２２号に対する一括質疑、討論、採決 
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○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き、日程第１８、議案第１８号から日程第２２、

議案第２２号までの５件について一括して議題といたします。 

   一括して質疑に入ります。 

   質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   本５議案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第１８号から議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第２３号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第２３、議案第２３号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第２３号「平成３０年度西郷村水道事業会計補正予算（第３号）」、本案に対

する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第２４号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第２４、議案第２４号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第２４号「平成３０年度西郷村工業用水道事業会計補正予算（第２号）」、本

案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

◎西郷村福祉の推進に関する特別委員会委員長報告、質疑、討論、

採決 

○議長（白岩征治君） 次に、日程第２５、西郷村福祉の推進に関する特別委員会の委員

長報告であります。 

   委員長の報告を求めます。 

   西郷村福祉の推進に関する特別委員会委員長、秋山和男君。 

○西郷村福祉の推進に関する特別委員会委員長（秋山和男君） ９番。西郷村福祉の推進

に関する特別委員会委員長、秋山和男。 

   会議規則第４１条に従い、委員長報告をいたします。 

   当西郷村福祉の推進に関する特別委員会は、設置以来２６回にわたり委員会を開催

してまいりました。 

   調査及び活動の経過につきましては、報告書６ページから３０ページに記載のⅦ調

査・活動等のとおりでございます。 

   当委員会は、調査の基礎として村の福祉施策の執行状況の把握に努めることから始

まったわけでございますが、その後、福祉事業をサポートする運営団体等との意見交

換や村内の福祉施設の視察、さらには近隣町村における子育て支援、高齢者福祉に係

る事例を視察するなど、村内外の取り組み状況を積極的に調査してまいりました。こ

れらを踏まえ、平成２８年第４回定例会におきましては、調査研究から見えた現状課

題等を参考に、子育て支援及び高齢者福祉に係る福祉行政について、執行部に対し事

業提案を行ったところでございます。 

   また、質問や質疑の多かったデマンド交通について、先進地視察を行った後に、村

が始めたデマンド交通実証実験について村担当者から事業説明をいただきながら、勉

強会を開催してまいりました。勉強会を開いたことで、委員各位がお持ちの疑問点や、

また意見等が明らかになってまいりましたので、それを１７ページから１９ページに

記載のように整理いたしました。 

   そして、３１ページ、Ⅷ－調査結果で結びとしたように、村の公共交通網の整備を

進める上で大事なことは、地域住民、交通事業者、行政など関係者が三位一体となり、

お互いに知恵を出し合い、創意工夫を重ね、それぞれの役割を果たすことが重要であ

ると認識いたしました。 

   地域住民のために本当に必要な公共交通網とは何なのかを取捨選択し、利便性の高

いサービスを提供する必要があると結論に至ったわけでございます。 

   最後に、議員は住民代表として地域の事情に合った福祉行政の政策を提案していく

ことが、住民福祉の向上へつながっていくものと確信を新たにしたものでございます。 

   また、議会は住民に対する行政サービスの最終的決定機関でありますので、議会と

村執行部は、村の発展、住民福祉の向上のために、お互いに知恵を出し合い、協調し

ていくことが役割であると思います。 
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   本報告をもって当委員会の調査を終了したいと思いますが、これから直面する少子

高齢化対策は、長期かつ継続的に取り組む課題であるとともに、広範かつ多様な対応

が求められます。今後とも、村においてはその問題の重要性を踏まえ、積極的に対応

されるよう要請いたします。 

   最後に、本委員会の調査に対しご協力をいただきました近隣町村、団体等の皆様を

はじめ、広範な調査事項にご対応いただきました執行部の関係各課の皆様に深く感謝

を申し上げます。 

   以上をもって委員長報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（白岩征治君） 委員長の報告が終わりました。 

   委員長報告に対する質疑を許します。 

   １番松田隆志君。 

○１番（松田隆志君） １番松田隆志でございます。 

   西郷村福祉の推進に関する特別委員会報告書ということで拝見いたしました。 

   この経過の中で、１つだけどうしても明らかにしたいことがありますので、ここで

お伺いします。 

   特別委員会の設立時、平成２８年の第１回定例会ですね、第１回定例会のときに、

委員長手当について私がお伺いしたときに、当時の委員長でございますが、私が特に

聞いたわけじゃないんですけれども、委員長手当を返上したいというふうなことがご

ざいました。それについて、実際に返上したのかどうか。それ１点です。お伺いしま

す。 

○議長（白岩征治君） 西郷村福祉の推進に関する特別委員会委員長、秋山和男君。 

○西郷村福祉の推進に関する特別委員会委員長（秋山和男君） そのことに関しましては、

委員長手当、月々１万２,０００円のあれについては、私は把握していませんが、自

分としては、自分が委員長になってからは一銭としてもらってはおりません。 

○議長（白岩征治君） １番松田隆志君。 

○１番（松田隆志君） 現在の委員長がもらっていないというのは、了解いたしました。

前の委員長はどうだったんでしょうか。 

○西郷村福祉の推進に関する特別委員会委員長（秋山和男君） それでは、松田議員の質

疑にお答えします。 

   佐藤富男議員は、委員長のときにはもらっていました。 

○議長（白岩征治君） １番松田隆志君。 

○１番（松田隆志君） 了解しました。 

   以上で質疑を終わります。 

○議長（白岩征治君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 
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○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   本件は委員長報告のとおり決定し、調査を終了することに賛成議員の挙手を求めま

す。 

（挙手多数） 

○議長（白岩征治君） 挙手多数であります。 

   よって、本件は委員長報告のとおり決定いたしました。 

   次に、おはかりいたします。 

   西郷村福祉の推進に関する特別委員会は、以上をもって終了したいと思います。 

   これに賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（白岩征治君） 挙手多数であります。 

   西郷村福祉の推進に関する特別委員会は、以上を持って終了いたしました。 

◎追加日程の議決 

○議長（白岩征治君） ここで発議１件が追加提案されました。 

   議長において日程に追加し、直ちに議案を上程したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

◎休憩の宣告 

○議長（白岩征治君） それでは、発議を配付いたしますので、暫時休憩いたします。 

（午後３時５２分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後３時５３分） 

○議長（白岩征治君） 配付漏れはありませんか。 

（「なし」という声あり） 

◎追加日程の上程（発議第１号） 

○議長（白岩征治君） それでは、追加提案されました発議１件につきましては、日程第

２５の次に追加日程第１、発議第１号とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

   発議第１号を議題といたします。 

   提出の趣旨説明を求めます。９番秋山和男君。 

○９番（秋山和男君） 提出の理由を説明いたします。 

   本基金は、平成２７年第１回定例会において設置され、その目的の下、子育て支援

及び高齢者の生活支援事業に連関しますが、今般、当該事業に係る調査・活動を行っ

た西郷村福祉の推進に関する特別委員会の調査終了に伴い、廃止しようとするもので
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あり、賛成議員と連署の上提出いたします。よろしくお願いします。 

○議長（白岩征治君） 趣旨説明が終わりました。 

◎発議第１号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   発議第１号「西郷村子育て支援及び高齢者福祉推進基金条例を廃止する条例」、本

案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（白岩征治君） 挙手多数であります。 

   よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

◎請願・陳情に対する委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第２６、請願・陳情に対する委員長報告であります。 

   陳情第１号に対する委員長の報告を求めます。 

   産業建設常任委員会委員長、矢吹利夫君。 

○産業建設常任委員会委員長（矢吹利夫君） １０番。産業建設常任委員会委員長、審査

報告いたします。 

   本定例会において産業建設常任委員会に付託されました陳情１件につきましては、

３月４日、本会議終了後、第２会議室におきまして、委員４名の出席により委員会を

開催し、審査したところであります。 

   厳正なる審査の結果、陳情第１号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める

意見書提出の陳情について」につきましては、採択すべきものと決しました。 

   以上のとおり報告いたします。 

○議長（白岩征治君） 委員長の報告が終わりました。 

   委員長報告に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   陳情第１号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情につ

いて」、このことに対する委員長報告は採択すべきものであります。 

   委員長報告のとおり決定することに賛成する議員の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、陳情第１号は採択することに決定いたしました。 

◎追加日程の議決 

○議長（白岩征治君） ここで発議１件が追加提案されました。 

   議長において日程に追加し、直ちに議案を上程したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

◎休憩の宣告 

○議長（白岩征治君） それでは、発議を配付いたしますので、暫時休憩いたします。 

（午後３時５８分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後３時５９分） 

○議長（白岩征治君） 配付漏れはありませんか。 

（「なし」という声あり） 

◎追加日程の上程（発議第２号） 

○議長（白岩征治君） それでは、追加提案されました発議１件につきましては、日程第

２６の次に追加日程第２、発議第２号とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

   発議第２号を議題といたします。 

◎発議第２号に対する質疑、討論、採決 

○議長（白岩征治君） ただいま日程に追加されました発議第２号は、先ほど陳情第１号

の採択に伴う意見書の提出でございますので、趣旨説明を省略したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

   質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   発議第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書の提出につい

て」、賛成議員の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

◎閉会中における継続調査の結果について 

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第２７「閉会中における継続調査の結果について」

であります。 

   議会運営委員会委員長より報告を求めます。 

   議会運営委員会委員長、上田秀人君。 

○議会運営委員会委員長（上田秀人君） １１番。議会運営委員長。 

   閉会中における継続調査の結果についてご報告をいたします。 

   当委員会では、第１回定例会に係る会期、議事日程等の諮問事項等について審議を

いたしました。 

   内容につきましては、お手元に配付した閉会中の所掌事務調査報告書のとおりとな

っておりますので、ご検収お願いいたします。 

   以上、報告を終わります。 

○議長（白岩征治君） 議会運営委員会委員長の報告は終わりました。 

◎各委員会の閉会中の所管及び所掌事務調査の件 

○議長（白岩征治君） 次に、日程第２８から日程第３１までの各委員会の閉会中の継続

調査の件を議題といたします。 

   お手元に配付したとおり、各委員長から会議規則第７５条の規定により、所管及び

所掌事務調査及び付託事件については閉会中の継続調査の申し出がございました。 

   おはかりをいたします。 

   委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに賛成議員の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

○議長（白岩征治君） 挙手全員であります。 

   よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたし

ました。 

   これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

   なお、本会議中、誤読などによる字句、数字、その他整理を要するものにつきまし

ては、議長に一任いただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

   よって、議長に一任をいただきます。 

◎閉議の宣告 

○議長（白岩征治君） 会議を閉じます。 

◎閉会の宣告 

○議長（白岩征治君） これをもちまして、平成３１年第１回西郷村議会定例会を閉会と
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いたします。大変ご苦労さまでした。 

（午後４時０３分） 
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